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な し

－１－



令和３年 第112回（定例）新 温 泉 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和３年12月８日（水曜日）

議事日程（第１号）

令和３年12月８日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 一般質問

（１）８番 河越 忠志君

（２）６番 森田 善幸君

（３）10番 竹内敬一郎君

（４）14番 中井 次郎君

（５）２番 西村 龍平君

出席議員（16名）

１番 中 村 茂君 ２番 西 村 龍 平君

３番 岡 坂 遼 太君 ４番 澤 田 俊 之君

５番 米 田 雅 代君 ６番 森 田 善 幸君

７番 浜 田 直 子君 ８番 河 越 忠 志君

９番 重 本 静 男君 10番 竹 内 敬一郎君

11番 岩 本 修 作君 12番 池 田 宜 広君

13番 中 井 勝君 14番 中 井 次 郎君

15番 小 林 俊 之君 16番 宮 本 泰 男君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

－２－



事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 小 林 正 則君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 西 村 徹君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 中 井 一 久君

牧場公園園長 小 野 量 就君 総務課長 井 上 弘君

企画課長 中 井 勇 人君 税務課長 中 村 裕君

町民安全課長 小 谷 豊君 健康福祉課長 中 田 剛 志君

商工観光課長 水 田 賢 治君 農林水産課長 西 澤 要君

建設課長 山 本 輝 之君 上下水道課長 井 上 陽 一君

町参事 土 江 克 彦君 浜坂病院事務長 宇 野 喜代美君

介護老人保健施設ささゆり事務長 山 本 幸 治君 会計管理者 吉 野 松 樹君

こども教育課長 中 島 昌 彦君 生涯教育課長 谷 渕 朝 子君

調整担当 島 木 正 和君 代表監査委員 島 田 信 夫君

議長挨拶

○議長（宮本 泰男君） 皆さん、おはようございます。

第１１２回新温泉町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。

暦の上でははや大雪を迎え、山々は雪景色をまとっています。新型コロナによる制限

は緩和されまして、町内の旅館民宿には明かりがともり、観光客が戻りつつあります。

本町といたしましても、感染の再拡大を起こさないことはもとより、住民の皆様が安心

した日常生活に戻れること、また経済の活力が取り戻せることを主眼に、気を緩めるこ

となく取り組むことが重要であります。また、本日１２月８日は太平洋戦争開戦から８

０年に当たります。改めて平和の尊さとありがたさをかみしめるとともに、地方自治体

の役割である住民福祉の増進に努めることを決意したところであります。

さて、本日は、第１１２回新温泉町議会定例会の御案内を申し上げましたところ、議

員各位におかれましては、御多用の中、御出席を賜り厚く御礼申し上げます。今期の定

例会には、令和３年度補正予算、条例の改正など、重要な議案が提案されています。な

お、本日は、行政施策全般にわたりまして、一般質問を中心に議事を進めてまいります。

議員の皆さんには格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結論が得られま

すことをお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

第１１２回新温泉町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
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師走を迎え、今年も残すところあと僅かとなりました。日ごとに寒さが増し、厳しい

冬の到来を身近に感じる今日この頃であります。

さて、先日、浜坂道路Ⅱ期浜坂第２トンネル建設工事安全祈願祭が執り行われました。

栃谷、諸寄、釜屋、居組の４工区で工事が始まり、いよいよ本格的なトンネル工事が開

始となりました。しかしながら、一方、先月２２日の釜屋地区の国道１７８号線の落石

事故では、居組から釜屋間が全面通行止めとなるなど、通勤、通学、物流を中心に、住

民生活に大きな支障となりました。改めて、災害に強い道路、浜坂道路の必要性を再認

識したところであり、早期完成に向け国や県に働きかけてまいりたいと思います。議員

の皆様、町民の皆様のより一層の御協力をお願いいたします。

さて、本日は、１２月定例会のお願いをいたしましたところ、議員各位におかれまし

ては、御多忙の中にもかかわりませず御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。今期、

定例議会は条例案５件、補正予算案１０件の合計１５件を御提案させていただいており

ます。また、今期は、１３名の方から一般質問をいただいております。いただいた質問

はいずれも行政運営に関わる重要な案件でありますので、誠意を持って答弁させていた

だきます。限られた会期の中で、多くの案件について御審議をお願いすることになりま

すが、議員各位には慎重審議をいただき、適切かつ妥当なる御議決を賜りますようお願

い申し上げ、開会の御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

午前９時０５分開会

○議長（宮本 泰男君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しており

ますので、第１１２回新温泉町議会定例会を開会いたします。

これから定例会１日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（宮本 泰男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

１０番、竹内敬一郎君。

もとい、会議規則第１２５条の規定により議長において指名いたします。

１０番、竹内敬一郎君、１１番、岩本修作君にお願いいたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（宮本 泰男君） 日程第２、会期の決定についてをお諮りいたします。

会期等について、議会運営委員会が開かれておりますので、委員長から報告をお願い

いたします。

中井次郎議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（中井 次郎君） 改めて、おはようございます。それでは、議
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会運営委員会の御報告をさせていただきます。

開催日時につきましては、令和３年１２月３日でございます。協議事項がございまし

た。⑴第１１２回新温泉町議会定例会提出議案、議事運営についてでございます。その

中で、開催日時として令和３年１２月８日午前９時より、次の件で付議事件として、町

長提出議案は、条例案５件、補正予算案１０件、計１５件であります。

次に、会期であります。令和３年１２月８日水曜日から１２月２１日火曜日までの１

４日間と決定いたしました。

次に、一般質問及び質問者数でございます。一般質問については、１２月８日、本日

より９日、１０日と３日間で行っていただきます。質問者の数は１３名でございます。

次に、委員会の関係でございます。総務産建常任委員会につきましては、１５日水曜

日、民生教育常任委員会については、１６日に開催をしていただきます。

次に、請願、陳情についてであります。今議会には、陳情が２件、要望書が４件出て

おります。このうちの要望書４件のうち、新温泉町商工会からの要望書は、総務産建常

任委員会で協議をお願いいたします。会期中に結論をお願いしたいと思います。

そして、意見書案１件、提案予定でございます。

３番目として、会期中の運営委員会を１２月１０日、本会議終了後に行います。

以上、御報告といたします。

○議長（宮本 泰男君） ありがとうございました。

ただいま議会運営委員長から報告のありましたとおりの会期で御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日１２月８日から１

２月２１日までの１４日間に決定しました。

・ ・

日程第３ 諸報告

○議長（宮本 泰男君） 日程第３、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る１１月３０日の議会臨時会以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙、議

会対外的諸報告を見ていただくことで省略いたします。

次に、監査の結果について報告いたします。

監査委員から、令和３年１０月分の例月出納検査の結果報告がありましたので、その

写しを添付して報告といたします。

次に、説明員の報告をいたします。

地方自治法第１２１条第１項の規定に基づき、本定例会に説明のため出席を求めた者

の職、氏名は、一覧表のとおりであります。

以上で諸報告を終わります。

・ ・

－５－



日程第４ 一般質問

○議長（宮本 泰男君） 日程第４、一般質問に入ります。

去る１２月１日正午に一般質問の通告を締め切りました。１３名の議員から質問通告

書が提出されました。

これから受付順に質問を許可いたします。

初めに、８番、河越忠志君の質問を許可いたします。

８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） それでは、今任期最初の一般質問をさせていただきます。

私は４年前、議員として最初の一般質問でぶしつけにも町長に対して、４割の得票で

当選されたわけですけれども、あと６割の方々の思いを町政に反映していただきたい、

そんな投げかけをさせていただきました。そして、町長から、敵だとか味方だとかの考

え方はない。一人一人が誰を支援したかではなく、全ての町民の意見を聞きながら町政

運営をしていくと表明されました。私はその場で賛同をいたしました。今期、第２期目

を迎えられて、１期目との違い、あるいは、今回の選挙において大勝されたことの意味

を含めて、今後の町政運営についてのお考え方についてお話をお聞きしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） お答えします。この１０月３１日の選挙におきまして、改めて、

２期目も町長として選んでいただくことができました。お礼を申し上げます。議員も同

じように２期目というふうな立場で、議員としての立場、それから、町長としての立場、

議会の二元代表制度のそれぞれの立場で現在に至っているということであります。１期

目、議会議員から町長に立候補して通った１期目、全てにおいてこの行政運営初めてと

いうこと、議会の議員としての立場から行政の立場、大きく変換いたしました。これま

で知っていたと思っていたことが、まるで行政の内部に入ってみると、仕組みなり思っ

ていたこと以上に難しい面、たくさん感じました。職員も正職が二百数十人、それから、

臨時職員も、今は会計年度任用職員と言ってますけど、そういった方々も２００名以上、

総勢５００人近い方々の組織の運営、こういったものを感じるに当たって、大きく、こ

れまで議員として一人でどんどんどんどん意見を言う立場から、町を代表するという町

の顔としての役割の重さを改めて感じております。２期目に至っては、議員、大勝した

というふうな表現されましたけど、これまでから、スタンスとしては住民とともに歩む、

そういうスタンスで今日まで来ております。そういった意味で、この１期目については、

コロナという大きな大きな国難といいますか、世界的なそういう大災害があったわけで

すけど、町民に対する情報提供、町広報における町長のコーナーをつくっていただいた

り、それから、ケーブルテレビにおける毎月１回の収録を通して、情報の共有を図って

きました。そういった意味で共にまちづくりを考える、そういうスタンスで来ておりま

す。１期目も２期目も基本的には同じ考えで取り組んでいきたい、そのように考えてお

ります。
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○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） とってもいい御答弁をいただいたと思っています。私も、

今、大勝というふうに申し上げましたけれども、それについても謙虚な対応をいただい

たと思っています。いずれにしても目指すところは同じだと、その中で町民の思いを酌

みながら、この町、あるいは将来の子供たちのために働かれるという決意であろうとい

うふうに認識いたしました。

そこで、実際に町政運営を行っていく上での課題としてどのような考え方があるか、

その辺りについての具体的な方針等についてお聞きできますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 公約にもうたってあるんですけど、町名が新温泉町という、そ

ういう名前をいただいております。町名にふさわしい温泉活用のまちづくりを進めてい

きたい、これが基本的なスタンスで、１期目も２期目も同じということであります。こ

の天賦の自然、本当にすばらしい温泉、３つの温泉、浜坂温泉、七釜温泉、湯村温泉、

それぞれ温度も泉質も違う、こういった違いをまちづくりに生かしていきたい。これま

では観光であるとか、それから健康、そういうスタンスできておりました。一方で、国

連がＳＤＧｓということで、環境を守る、そして、持続的な発展につなげる、こういう

スタンスで、エネルギーの在り方、脱炭素という大きな課題を掲げて、１７の基本的な

目標を掲げて推進を図っております。そういった意味でも温泉活用の在り方、エネルギ

ーのもっともっと効率的な利用方法を考えることによって地球環境の、すばらしい地球

環境を守っていく、そういう力を持っている町だ、そのように考えております。

それから、大きな課題というのがもう一点ありまして、やはり、兵庫県には４１、市

と町があるんですけど、新温泉町の１人当たりの所得が県下で４１番目ということで、

やはり所得を上げると、町民所得を上げる、そういうことを、どうしてやれば所得が上

がるのか、そういったことを具体的に手を打っていきたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） ただいま、実際の施策について少し触れていただいたわ

けですけれども、１期目も同じだったと思うんですが、町長の思いがあって、それを実

現していく上で様々なある意味での困難もおありだったと思います。それを２期目で実

際に実現していくためにどんな手法を取られるか。私は１期目については、町当局も議

会側も丁寧さが少し足りなかったのではないかと思っています。この議会だけではなく

議会外において様々な形での活動というのが重要ではないかと。そんな上で、様々な交

渉あり、打合せあり、その上で知恵を出し合って施策を実現していく。町民はそれを望

んでおられて、その思いに少し応えてこれなかった、そんな感触を私は持っていますけ

れども、町長はその辺りについてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 応えられなかったというのは、個人の主観の違いもあるという
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具合に考えております。１期目は、後半はコロナ対応、コロナ支援策に追われた、そう

いう背景があります。１期４年とはいえ、実質、本当に前政権からの仕事の残りもあり

ますし、そういった意味で一挙に公約を果たすということは、なかなかできない状況に

あったとも思っております。それから、やっぱり議会とのつながり、十分な説明責任を

果たす中でもっとやるべきだったなという、そういう反省も持っております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 現在、私たちの町は本当に少子化の先端を突っ走ってい

ると思います。この４年間で年間の出生者も８０人から、昨年は５１人だったと思いま

す。それだけの減少があった。全国的にも減少しておりますし、地方においてはそれが

さらに大きい。その中でも新温泉町はある意味で極端ではないかと思っています。それ

については、単なる自然減ではなくて様々な本町における課題がそこにあるのではない

かと、そんなふうに思っていますけれども、町長はその辺りについての御認識はどうで

しょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 少子化対策というのは新温泉町だけの問題ではないと。日本全

国、各自治体、日本そのものの大きな課題であります。議員、５１人と言われましたけ

ど、５４人ですから、そこはきっちりと覚えていただきたい。それから、最悪とかって

言われる表現、ちょっと残念なんですけど、今回、昨年の国勢調査ではまだ特殊合計出

生率出てないんですけど、前回、平成２７年は⒈４３で、県下では三十何番目で最悪で

はありません。平成１７年の合併したときは⒈８で、香美町と並んで特殊合計出生率ト

ップだったんですけど、議員が言われるほど最悪というふうな表現はちょっといかがか

なという具合に考えております。今年度も、昨年度は５４人だったんですけど、今年度、

今の母子手帳など現状から推測すると約１割ぐらいは増える、そういう状況もあります。

そこは少しずつ改善に向かっているという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 合計特殊出生率、これは分母があって分子がある。分母

が小さければ、分子が小さくてもそんなに値は変わらない。本町においては、実際に分

母自体が私は減ってると思ってるんですね。その中で、ある本町の事業所の方がおっし

ゃっておられました。新たに世帯を持った方々、数名おられるようですけれども、全て

が本町から岩美町に住まいを移された、住まいを求められた。とっても残念だとおっし

ゃっておられました。実際には様々な理由があるかもしれません。ただ、そこには大き

な本町の課題があるではないか、そんなふうに思っています。実際に住まいを求めよう

としたとき、ホームページで本町内のアパートなりマンションを探しても、項目は出て

きて、検索すると該当はありません、該当ありません、該当ありません。複数のサイト

が、該当ありません。ところが、岩美町なんかで調べてみると、該当は幾つも出てくる。

実際には住居を求めたり土地を求めたり、そういったときに、本町での取得について非
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常に困難、そういった現状もあることは御認識いただきたいと思いますけれども、その

辺りはいかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 土地代、地価が岩美町などに比べると高いという、そういう大

前提があると思っております。生活コスト、鳥取県は兵庫県に比べても非常に人件費に

しても低いという、そういうデータはもう出ております。生活費が安い。一方で、兵庫

県で働けば、１割近く賃金も高い。そういう背景もあるようであります。そういった中

で、やはり生活コストが安い岩美町などに人が移動しているというのは、これまでのい

ろんな情報の中で感じてはおります。住宅政策、その基本はやっぱり土地の高さにある

という具合に考えております。最近下落傾向でありますので、そういった住宅政策を町

としてどうしていくかというのは、大きな課題の一つだと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） この件に関しては、後の項目に私も掲げておりますので、

そちらに回させていただきたいと思いますけれども、本町には様々な少子化対策に対し

て、まだ手が打たれてない部分がたくさんあるんじゃないかと私は思っています。その

中で、その中でというのは該当しないかもしれませんけども、こども園の件についても、

浜坂地域のこども園の整備、この４年間で具体的なところとしては、一部改修された部

分はありますけれども、大きく進展することはなかったと思っています。その辺りにつ

いて、町長はどのような御認識をお持ちかお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） こども園のことは、議会の否決がいろいろある中で進展してい

なかったということです。該当地域が浸水想定区域であるとか、そういったことが論議

の中心であったんですけど、そういう中で議会の賛同がなかった、そういうことで遅れ

ているということであります。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私は、議会そのもの、個人個人も町民であります。その

中で、全ての町民の意見を聞いていくという姿勢の中で、議会が納得できる、そういっ

た調整、あるいは修正、様々なことが必要だったんじゃないかなと、そんなふうに思い

ますけれども、一方的に議会が否決されたから、実際に議会が否決したから進まなかっ

たというのは事実かもしれませんけれども、提案されるものが可決できるような提案で

あれば、それは可能性として当然進んでいくと、そんなふうに思いますけれども、その

辺りについて、先ほど１期目についての反省点といいますか、そういったことについて

お聞きして、御理解いただいていると思って言いますけれども、そこについては、こど

も園については違うのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 民意という住民の思い、それから、議会議員としての、議会と
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しての意見集約の重み、こういった２つの意見といいますか、大きな地域の政策を進め

るに当たってそういうスタンスがあるわけですけど、今回の選挙ではっきりしたのは、

やはり民意を大事にしたいなということであります。民意に基づいて、やはり町の運営

をしていくということが大事かなということを改めて感じております。そういった意味

では、この４年間、民意と議会とのねじれがあったのではないか、そういう思いであり

ます。ぜひそういうことの中で、私も町民から選ばれておりますので、そういうスタン

スで議会には十分な説明をしながら今後進めていきたい、そのように思っております。

○議長（宮本 泰男君） 河越忠志君、８番。

○議員（８番 河越 忠志君） ねじれという表現をされたわけですけれども、私は必ず

しもねじれという糸、それが今回の選挙で修正されたのか、その辺りについては非常に

微妙なものがあるんじゃないかなというふうにも感じています。選挙で選ばれて、それ

が全て民意が反映されているか、それは基本的には民意は反映されている。町長も大勝

された。そこの中で、１期目も２期目も同じではないかなと、先ほどお話しされたよう

に同じではないかなと思うんですね。町民の考え方、それは多数決で全て決めていける

ものではない、私はそんなふうに感じています。先ほどＳＤＧｓを取り上げられました

けれども、今、世界が発展するために、持続的に発展するためには、マイノリティーも

大切にする、人を取り残さない。そういったことが改めて世界的に見直されている。私

はＳＤＧｓにそれが表れていると思っています。その中で、単純に多数決、微妙な５１

％対４９％で事が済むものではない。ましてや、この非常に課題も多い本町にとって、

多数決であれば済む、そんなものでは私はないと思うんです。先ほど町民の意見を聞い

てっておっしゃっておられました。町長を支援された方々、多くは全て同じ意見をお持

ちかといえば、私はそうでないと思いますし、一人一人の議員を支えられた皆さんも、

全て同じ意見をお持ちか、私はそうじゃないと思います。そこでいろいろな対話があっ

て、より高みを目指したまちづくりが求められている、私はそんなふうに思っています。

そんな意味で、議会も町民も一緒だと思っていただきたいと思いますし、私自身もそう

ありたいと、そんなふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 少数意見は大事だというのは、これまでから私の取ってきたス

タンスですので、今あえて河越議員がおっしゃるんですけど、それは十分認識しており

ます。ＳＤＧｓの一番大事なところは誰一人取り残さない、そこが一番大事だというこ

とを、先日ラジオ聞いとって、そういう話がありました。本当に、１７の持続可能な開

発目標も大事なんですけど、誰一人取り残さない、そこが本当に大事なところだなとい

うことを改めて実感しております。そういう認識で町政運営を図っていきたい、そう思

っております。

ただ、やはりこれまでから浜坂認定こども園では、いろんな署名、それから、地域の

自治区の要望、いろんな検討委員会の結果、そういうものを見ると、やはりそこに民意
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が出ているわけですから、それを何かそれは意味がないような発言されたんですけど、

そういうことではまちづくりは推進できないということを改めて認識を持っていただき

たいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私は、浜坂地域のこども園整備については、改めて課題

を整理する必要があるのではないかなと。それがより迅速に事業推進、整備ができる道

ではないかなと思っていますけれども。まず、浜坂認定こども園、大庭認定こども園、

それぞれの課題についての御認識をお聞きできますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまで河越議員は４年間の中で、十分論議してきたというこ

とで認識されとると思うんですけど、改めて認識といえば老朽化といいますか、危険建

物という認定の中で、極めて急いで建て替えが必要だというのが認識であります。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 建て替えが必要だというのは、浜坂認定こども園が耐力

度調査を基にした結果と。大庭認定こども園については耐震診断をされ、耐震補強の設

計もされました。それについてはいかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） どちらにしても、年が４０年超でありますので、一刻も早く建

て替えが必要だということであります。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） それは、浜坂認定こども園、大庭認定こども園とも建て

替えが必要だという御認識でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） はい。あえて言うまでもなく、それはこれまでから何度も言っ

ていることであります。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） それでは、大庭認定こども園はなぜ耐震診断をされたん

でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 古いということが前提ですから、そういう建て替えのための根

拠となるものを、やはり必要だという判断であります。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 建て替えを前提とするのであれば、国庫補助が得られる

ための耐力度調査が必要だと思いますけれども、違いますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 河越議員は設計士ですから、そういう建物を建つ場合の、そう
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いう順序を御存じだと思うんですけど、我々としては一般の考えとして、そういう調査

をする中で方針を決めるという、そういうスタンスで今日まで来ているということであ

ります。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） これについては、こども教育課はちゃんと認識をされて、

耐震診断をされたと、私はそういうふうに認識しています。つまり、大庭認定こども園

については耐震補強、それを意識して耐震診断をされたと、そんなふうに認識していま

す。改めて建て替えというふうにおっしゃられて、それが違ったというふうにされてし

まうとちょっと困ってしまうんですけれども。建て替えが必要だと、その場合に、立地

条件として浜坂認定こども園、大庭認定こども園について、改めて御認識をお聞かせく

ださい。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 立地条件というと、自然環境もありますし、地域の合意形成も

ありますし、いろんな交通のことであるとか、もうありとあらゆる立地条件というのが

大前提にあるという具合に考えておりますが。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 昨年、 ０００年に一度の最大昨昨に対する浸水想定区

域図、ハザードマップも公表され、同時に、５０年に一度の浸水想定についても基準の

見直しにより更新されました。大庭認定こども園、浜坂認定こども園とも同じ程度の浸

水想定の区域に該当しています。その中で、その２つを存続させる。しかも改築という

ことについてお考えだということであれば、大庭認定こども園についても、どこか別の

場所に、あるいは浜坂認定こども園については現在地にということになると、どんなふ

うに浜坂地域の認定こども園の維持、あるいは保育環境を維持していくか、それについ

てどんなふうにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その質問の維持という、その言葉の意味がよく分からんのです

けどね、もう少し、維持というと管理運営のことなのか、立地のことを言っているのか、

何か質問の意図がちょっと、もう少し分かりやすく言ってもらえませんか。維持という、

維持するっていえばランニングコストのことなのかなと思いますし。ちょっと質問の意

図が、ちょっともう少し分かりやすい質問でお願いしたいです。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私が申し上げたのは、ちょっと分かりにくかったかと思

います。維持というのは機能を持続させるという意味です。つまり、一定レベルの危険

性があったときに、園が閉園してしまえば機能は失われます。つまり、機能が失われな

い環境で整備するか、機能が失われる可能性があれば、それを補う何かほかの手だてを

設けるか、そうしなければ保育環境を維持していることにはならない。短期間であって
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も保育の部分、教育の部分は別として、保育は就労を支援しているという大きな役割が

あると私は思っています。その中で、それを維持できなければ就労は維持できない、と

いうことは、家庭であったり家族であったり、生活基盤が脅かされる可能性がある。少

子化対策をしていく上で、その最も重要な部分が脅かされる可能性がある。それを維持

することは、その機能を持ち続けることは、私はとっても重要なことだと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員は維持できないことを前提に何かお話しされてるようです

けど、維持をするという大前提でそういう施設を造るわけですから、ぜひそこはマイナ

ス発想じゃなしに、維持をするという大前提の下に全てが計画するわけですから、ぜひ

もう少し理解度を深めていただきたいと思います。何か維持、多分水没してつかって、

施設が使えなくなったらどうなるんだという、そういう意味だと思うんですけど、そう

いう場合においては、まず水没しないようなそういう施設運営、施設の在り方をすると

か、そういう大前提で建築に向かうわけですから、仮にそうなった場合は速やかな復旧

作業をするということしかないわけですね。ぜひそこはもう少しよく考えてみていただ

きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私は、こども園の職員を経験された方、私、同級生とか

にもいるわけですけども、お話をお聞きした中で、あるいは冠水する可能性があるとい

うことについては、とっても不安だ、そういうふうにおっしゃっておられました。もっ

と年配の私の先輩に当たっては、それ以上の恐怖を経験した方もいらっしゃいました。

そんな中で、その恐怖であったり心配であったり、それをどう解消していくか、その対

策が施されなければ、少数をカバーするという状況は生まれない、私はそんなふうに思

います。

平成３０年１１月２６日に開かれたこども園の整備検討委員会での議事録の中に、こ

んな意見がありました。周辺道路が送迎時に冠水しているようなことはあったかという

質問に対して、ほかの委員から、冠水した経験はありませんが、これは多分職員でしょ

うね、朝来たら道路がわらだらけであったということはありました。冠水の後だったと

いう報告をされてるんですね。その後、同じ委員かどうか分かりません。陸の孤島にな

る時間はあまり長くないという説明がありましたが、少しの時間でも陸の孤島になれば、

保護者はすごく不安を感じると思います。園の先生も、園児と一緒にそこで過ごすこと

はすごい負担になると思います。孤立する可能性はほとんどないとは思いますが、保護

者の理解を得るのはなかなか難しいのではないでしょうかと意見を述べられてるんでね。

それに対して、アドバイザーが、委員長が挨拶された中で森のようちえんのお話をされ

ましたが、森のようちえんがなぜ受けるかというと体験なんです。一番守らなければな

らないものは命だと思います。擦り傷程度のけがまで守るのかとなると、それも体験な
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んだろうと思います。怖い思いも大切な経験だろうと思います。こういうアドバイザー

のお話がありました。私は、整備検討委員会で、なぜ冠水に関して何らかの手だてを打

つことについて協議をされなかったのか、とっても疑問だったんですけども、やっと改

めて読み返していく中で、議事録を読み返していく中で、分かりました。ここで完全に

冠水に関する意見がシャットアウトされた、そんなふうに感じました。少数、要は恐怖

を感じることに対して、大丈夫だよ、単純に言う。これが五十一であれば、２階建て３

階建てにして、高いところにいればセーフ、いずれか水が引いて、あるいは、助けが来

て救助される。それは可能性として十分にある。安全は確保されたと。千一を意識して

くださいとは言いませんけれども、これが五十一の昨ですよ、これは千一の昨ですよっ

ていうのは後で分かるんですね。その中で、怖いことを体験するのも経験だと言われち

ゃうと、死んでもいいから経験しなさいという話になっちゃうと。行政の責任というの

は、私はそういった部分じゃないと思いますね。川辺にいて、水かさが上がってくれば、

誰だって逃げれる、そこの恐怖は全然違うと思うんです。それで、少数者ということを

私は御認識いただきたいという思いで先ほど問いかけをさせていただきました。改めて

お考えをお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） どこの場所においても危険性はあるんです。この庁舎の東側に

しても危険性はあるんです。だから、そこの一点だけをもって正当性を主張されるとい

うのは、論法としては正しいかも分からんのですけど、第一、水に冠水するまでに、天

気予報がありますし、現実問題として冠水するまで子供をそこにとどめておくというふ

うなことはあり得ないわけですね。だけど、河越議員は何かもうそこに冠水するのを大

前提として全て論法、論議がなされていると。だから、天気予報であるとか、いろんな

近年の情報を見ても非常に早いです。そういう中で、子供をわざわざ冠水するまで保育

園に、こども園に置くと、とどめておくということはあり得ない話なんです。そういう

話を、さも何か大前提みたいにして話をされると。私はちょっと論議の方向がちょっと

ずれているように見えます。もう少し、どうしたら早くすばらしい施設を造れるか、そ

ういうお話にしていただきたいなということを改めてお願いしたいなと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私は立地を否定しているわけではありません。ただ、防

災は高みを目指すべき。それが行政の責任ではないかと。少しでも上を目指す。その中

で、どうしようもなければ相当数の、これは少数、全員賛成ということにはならないか

もしれませんけども、大多数の賛同を得て相当な部分でカバーする。東北の津波につい

ても、それぞれの地域がそれぞれの合意形成の下に集団移転して高台に移ったところや、

ものすごく高い防潮堤を造ったとこや、様々あります。それについては議論はあります

けれども、防災に関する高みを目指す。それは当然費用がかかるから、じゃあどうする

かという部分にかかってくると思います。
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先ほどのお話ですけれども、同じ委員会の中でこういったお話がありました。警報が

出たときの対応です。警報が出たとき、ほとんどは自宅で待機してくださっています。

実際に途中で警報が出てくると、保護者の迎えをお願いするということが報告されてい

ます。ただ、保護者も仕事の関係ですぐには迎えに来れなくて、言うならば連絡してか

ら相当の時間、多いときで２０人、そして、遅くまでなかなか迎えに来れていなかった

人も三、四人はおられたと。これは過去の実態だと思います。先ほどお話ししたのは、

維持するというお話です。ここで保育を継続するか、そうではなくても警報が出たり、

あるいは警報が出なくても、そのおそれがあったら即閉園して別の箇所で保育機能を確

保する。そうであれば行政としての責任は、私は果たしたことになると思います。しか

し、職員は、それがなければぎりぎりまで保育機能を維持したい、そんなふうなスタン

スに私はなると思うんですね。そうすると、危険な部分と考え方がものすごく交錯して

くる部分がある。それが非常に危険だというふうに思っています。避難すれば当然、避

難しなければ、よく全国どこでも安全なものはない、今回の検討委員会のアドバイザー

も、建築で１００％安全なものはないという表現もされていました。確かにおっしゃら

れるとおりかもしれません。今まで経験したことのない震度８とかが起こったらどうな

るのか、今、建築基準法はそこに対応していません。そうなってくると、全てだという

ふうになりますけれども、しかし、一定レベルの費用の中で、この町であれば町の皆さ

んの命を守る、そして生活基盤を守る。その部分については揺るぎなき高みを目指す。

一定レベルの費用をもって、それが求められていると思うんですね。だから、私はここ

の立地を否定しているわけではない。ただ、安全確保について、今まで冠水していなか

ったからといっても、各地で今までに経験したことのない災害が起こっている。そうな

れば、一定レベルの安全をさらに高みを目指していくということは、ただ背を高くすれ

ばいいというものではないと思うんですね。そんな意味で様々な方策を検討してみると

いう必要があると思うんですけども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 高みを目指すと、より安全な、そういう計画をするということ

は当然だという具合に考えております。浜坂土木ともこれまでいろんな水害を守るとい

う点で、平成２７年まで二十数年間、味原川改修が５１億円かけてより安全な対応策が

できております。さらにこのたび、この春、県のアクションプログラム、味原川の現在

の小井津町の岸田川との合流地点に水門を設置する方向で、現在監視カメラ、水位を調

べる監視カメラもついております。議員のおっしゃる、より高みを目指すということで、

そういう工事が着々となされておりますので、そこは何もしていないような、そういう

視点ではなく、土木とも協議をしていただいたりして進んでいるということであります。

平成２７年の味原川改修以昨、現在地が、民家が水没するというふうなことは起こって

おりません。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。
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○議員（８番 河越 忠志君） 水門については、水門を閉ざすということは、岸田川の

水を中に入れないという意味があると思うんですね。ところが、浸水想定区域の実際の

浸水深を考えたときに、内水であったり上流での堤防の決壊、それらも含まれています。

その中で、水門を閉ざすと日本海に流れる水を止めてしまうことになるんですね。水門

を上げても、水門は小さいと。全開してもその水をはける量が確保できない。だから、

水門を単純に造るのではなくて、水門も必要なときは当然閉じれるわけですけども、そ

うでないときは、全開して水をどんどん流せるようにしないと、今、言われるように、

この庁舎の近くまで水が来るような想定になってしまう。

ハザードマップの作り方について、私は県に問い合わせました。実際には新温泉土木

が、河川課が対応してくれましたけども。ある意味ではざっくりとしたものをつくって

おられる。その中で、今の園の近くが海抜７メートル、８メートルも水があるような表

現になってるんですね。これって、下流に流れれば、そんな高くなるはずがあり得ない

んです。でも、ハザードマップ自体はそんな想定は考えてない。下流に流れる流量とか、

流入する量なんて考えてないんです。作り方について、詳細は国土交通省が設定したプ

ログラムで作られていると思いますけれども。単純に水門を造れば安全だ、そういった

話ではない。そういったことがあるので、私は河川であったり全体の環境整備は当然で

すけども、施設は施設でこの町の責任として安全の高みを目指していくということが必

要だと思うんですね。これについて、ここで議論していって、終わってしまうので、ま

た考えたいと思うんですけども、一つは、今、大庭認定こども園、浜坂認定こども園を

統合されないと表明され、さらに改築という表現をされました。いつまで統合されない

のか、その辺りの見解もお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在では、浜坂認定こども園を速やかにスピードアップして建

築をしたい、そこに力を入れたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 統合しない期間についてお考えをお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでの論議の中で結論は、方向性は打ち出しています。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私はいつまで統合しないということは、簡単には町長も

決断、要は発信できないというふうに私思っています。そうであるとすれば、私は今後

に選択肢を残す必要があると思うんですね。そうすれば、いつ統合するのか、その辺り

も今後の状況の中で考えられる。今、少子化を食い止めて、むしろ増やしたいと我々は

考えていると思うんです。統合しなくてもいいだけ子供がここにいてくれたら、それは

万々歳。そんな中で、どうなるか分からないから、統合についても、じゃあいつまでか、

そんな話があります。第１期整備検討委員会では、統合についての話は完全にシャット
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アウトされたというふうに私は聞いています。第２期整備検討委員会では、お話は出て

います。このときもアドバイザーが、町の人口が半分になれば、当然子供も減るでしょ

う、だから一定レベルで整備すれば、吸収できるでしょう的な発言をされています。つ

まり、浜坂認定こども園ができれば、子供の数が減ってきたら自然と一個になるでしょ

う。つまり、吸収合併ですね、統合です。それを最初から意図しているのであれば、統

合しないという考え方を言いつつ、先は分からないではなくて、みんなが合意して統合

するものを、例えばここに造るのであればここに造る、あるいは、統合しないことを考

えて最小限の費用でここに整備する。浜坂認定こども園は、なぜ改築しなければいけな

いのか、お考えをお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 後戻りするような論議はこの場には適さんという具合に考えて

はおるんですけど、地域で子供を育てるという大前提を忘れてはならんと思うんです。

そういう安易な統合論、何か２つを１つにすればいいとか、なし崩しだとか、そういう

論議でなしに、やはりより地域は地域で子供たちを育てていくというのが大きな子育て、

将来を担う子供たちにとってもいいことだという具合に考えておりますし、そういう視

点が、何か、何か合理性とかっていうんじゃなしに、子育て環境、将来のこと、それか

ら地域の思い、そういったものが十分に話し合って、ここが統合せいやという、そうい

う簡単な論議にしてはならんという具合に考えております。やはり地域の保護者の声、

それから地域の住民の声、そういったものを大事にしないと、方向性を簡単に打ち出す

ような、そういうことは私は乱暴な論議だという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私は、非常に誤解されるんですけども、私は統合派では

ありません。それぞれ形は変わるにしても十分な機能を備えながら多様性のある保育環

境を整備する、それが、今、新温泉町が目指すべきところではないかと。その中で、大

庭認定こども園は耐震診断をされた。浜坂認定こども園は耐力度調査をされた。それは

津波の危険性があるから、別の場所に移転しなきゃいけない。曳行移転といって曳家で

きる位置に持っていくわけではない。だから、改築しかない。だから、耐力度調査をさ

れて、建て替える場合に国庫補助が出るようにされた。そんな流れです。津波の危険性

がない。だから、あの場所に残してほしいと、この地域に残してほしい。これは十分に

受け止めます。だから、私も提案してきた。その中で、極端に水害を免れる、その対策

として、様々関係があるかもしれませんけども、今の建物をそのまま利用すれば、耐震

改修すれば、位置の問題は解消しますし、あるいは、西側に増築していって住宅地につ

なげれば安全性は向上します。費用も最小限で済みます。同様に、大庭認定こども園も

耐震改修し、必要な部分を増築すれば同じように解消します。最小限の費用で当初の浜

坂認定こども園の整備、建て替えに１０億円超を使うのであれば、全部整備してもまだ

その費用には到底達しない。その中で少子化対策を打つ、様々な多様性のある保育環境
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を整える、この町の浜坂の中心市街地を活性化する、味原川の整備、これもできるので

はないか。そんな提案をいろいろと変更しながら、修正しながら２年間提案し続けて現

在に至っています。私はどっかに持っていけと全く言ってない。お金を大切に使って様

々な施策を今打たなければ、どんなにいいこども園ができても少子化対策にはならない

のではないか、私はそんなふうに思っています。前の議会で、日本一のこども園を目指

すとおっしゃられましたけれども、その日本一のこども園とはどういったものなのか、

改めてお聞かせいただけますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） できるだけ安く上げると、そういう施設整備は基本としてはい

いなと思っておるんですけど、私は逆にお金をかけて本当にみんなが喜ぶ、地域が喜ぶ、

それから、どんどんどんどんほかの町から、鳥取県が近いですけど、鳥取からも新温泉

町に住んでみようやというふうな、そういう保育園を目指していきたいと。そういう思

いで、逆に安く上げるという論法じゃなしに、やはりそこに将来の子供たちに投資をす

る、そういう意味でお金をかけたいと思っておるんです。ですから、河越議員と逆なん

です、考えが。やはり本当に投資をすることによって、ほかの町、それからいろんな地

域も喜ぶ、そういう方向性を打ち出していったほうが、私は将来の子供たちが増える、

住んでいただける、そういう、選んでいただける一つの大きな人口減少対策、地域活性

化の鍵になるという、そういう思いで取り組んでいきたいと思っておりますし、これか

らもそういう方向で打ち出していきたいと考えております。だから、古い校舎を再利用

するという、そういう、河越議員はそういうスタンスだとは思うんですけど、私はそれ

ではないという、そういう基本的な違いがあります。だから、日本一というのは、地域

の喜ぶ、それから他地域の方々も喜ぶ、それから将来の、周辺が広いですから、将来構

想が描ける、そういう何ていうか、保育園を軸に、こども園を軸にしていろんな広がり、

人の広がり、それから施設の広がり、未来への夢が描けるとか、そういう地域にしたい

なと、そういうスタンスで考えております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 私は施設一番。例えばディズニーランド、ＵＳＪ、これ

ずっと同じ格好でやっているかといったら違うんですね。常に進化しています。以前に

国会議員が、なぜ１位なんですか、２位じゃ駄目なんですかという話をされました。１

位は超えられます。建物も老朽化します。そんな中で、１位を目指すとすれば、私は地

域に愛されるこども園を目指す。地域は工夫をして、それが地域との関わりになって、

ずっとずっと愛されていくこども園、それが目指すべき１位じゃないかなと、そんなふ

うに思います。ハードを１位にしたら、必ずそれを追い越すものが出てくる。古くなっ

たら、当然自然と順位が下がっていく。そんな中で、温泉小学校の体育館は昭和４４年

に竣工しました。耐震改修しました。浜坂中学校は昭和５２年に竣工しました。耐震改

修をしました。大庭認定こども園は昭和４９年、浜坂認定こども園は昭和５３年。この
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新温泉町の公共施設が一般の自治体に比べて４割多いと言われて、その認識の中で維持

を検討されていると思います。私は、単純にスクラップ・アンド・ビルドをするのでは

なくて、いかに有効に使うか。私はけちで再利用してくださいと言っているわけじゃな

いんです。もっともっとお金を有効に使う方策があるんじゃないかなと、そんなふうに

思うんですね。単純に大型遊具ができれば、それを超えた大型遊具ができていくし、そ

の大型遊具が老朽化してなくなります。様々なストーリーがあって、こども園があって、

周りの環境が整備されていく。ある方が浜坂は歴史の町だとおっしゃっておられました。

久斗山で鉄が出たり、そんなことが浜坂の針づくり、そんなのにつながってきたという

ことも知りました。ストーリーがこの町を愛す人を増やす、関連性が外に広がっていく。

私たちの町は、そんなことでこの町を維持していく、それが必要じゃないかと。１番を

目指すのではなくて、自分たちが愛することが一番だ。私はそんなふうに思っています。

まちづくりの中で、そういった方向性の中でまちづくりが進められることがとっても有

効じゃないかなと。そんな意味で、お金をけちるのではなく、もっと有効に使うことを

考える、合意形成の中で。町長の支援者の中にも様々な御意見の方がいらっしゃると思

います。まだその辺りの整理は、私は十分ではないんじゃないかと思いますけれども、

いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 整理が十分でないかという、これまで検討委員会もありますし、

いろんな要望もたくさん出ております。論議が十分でないというお話なんですけど、私

はある程度論議は詰まってきているという具合に考えております。そういう論議をこれ

からまた掘り返してやるということになると、認定こども園はいつできるか分からんじ

ゃないですか。何か後ずさりするような論議では前に進まんと思うんですけどね。もう

少し前向きな論議をお願いしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 河越議員、残り時間が少なくなっています。整理して発言して

ください。

８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 全ての項目について至らなかったことについておわびし

たいと思いますけれども、つまり今までの提言から全く変化のない形で今後も進められ

るということなんでしょうか。改めてお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 変化はないという、そういう質問の中身がよう分からんのです

けど、私はこれまでの論議の中で、何ていうか、課題は一通り話されてきたという具合

に考えております。変化、変化というか、あえて何か方向性を変えようとされているの

かよう分からんのですけど、ぜひこの現状、今度の選挙の結果も見ていただいて、速や

かな方向性を打ち出していきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。
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○議員（８番 河越 忠志君） 今までの提案の中でいくと、場所選定については現在地

の東側を買い増して、そちらに新しい園舎を建てる。そんな提案までしか私の頭の中に

は浮かんできませんけれども、それに変更がないかということをお尋ねしたつもりです

けども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 選挙公約でも言っとるんですけど、現在地周辺ということで、

今のところは考えております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） そこまでお聞きすれば、改めて議論は進まないと思いま

すので、そのほかについて、新温泉町におかれている少子化対策、その辺りについては

どのようなお考えをお持ちかお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 少子化対策、昨年は５４人、今年は、今年度は約６０人ぐらい

子供たちが生まれそうです。公約でも言っとるんですけど、学校給食の半額助成である

とか、そういった子育て支援策の充実、これがやはり将来の子供たちの、ここで育って、

将来ここで住んでいただける、そういう子育てを、環境を充実を図るように、これまで

以上に力を入れたい、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） それは当然必要だと思うんですけども、先ほど私が前段

の中でお話ししていた中で、住宅対策、要はここに住めなければ子育てもできない。こ

こで住みたくても住環境がなければ住めないという現状がありますけれども、その辺り

について、行政として手を打つお気持ちはありませんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 住環境というか、アパートが少ない。学校の先生も、ここに赴

任しても岩美町に住居を求めるとか、そういう、現実的にはそういう方が多いんですけ

ど、そういったところを少しでも解消できるような住宅政策、これは工務店との連携も

要ると思いますし、地価との関係もあります。そういった大きな町、そういう全体、業

者も含めた住宅政策を考えていく必要があると思っております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 民間と協議していくということはとってもいいことだと

思います。そういったことの中で、正式にそういった住宅施策等についてどんな方向性

を見いだしていくか。一定レベルのコンソーシアムといいますか、一般の企業を含めて

行政と一定レベルの協議会のようなものを設けられて、具体的に協議していくというこ

とを必要ではないかなと思います。私は、先ほど町長が言われたように、岩美町に比べ

て新温泉町は地価が高い、現実にそれがあると思います。そんな辺りについても、公共

用地を使ったり、様々な施策の中で本町が少なくともマイナスにならない、負けない、
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１位にはならないかもしれないけども、近隣には負けない形の住宅施策というものがな

ければ、今あるような、日本全体の人口減ではない、新温泉町独自の人口減の原因をつ

くってしまうことになる、そんなふうに思いますけれども、さらなる人口減少、あるい

は、若者の定住のための施策が必要だと私は思っています。ほかの方でも地元の高校の

ことについて質問をされていると思いますけども、私は高校の存続についても同じよう

に大きな意味があると、浜坂病院の維持についても同じだと思います。浜坂病院も、大

庭認定こども園も、以前に浸水したことがあります。そういったものについて、下水処

理場については国庫予算がついたから耐水対策を検討すると。むしろ病院であったり、

ほかの施設についても一定レベルの対策を練る、そんな必要があると思いますけれども、

様々な公共施設を含めて、防災対策の上で今後取るべき考え方について町長のお話をお

聞きして、私の一般質問を終わりたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 様々な御指摘ありがとうございます。一長一短にここで防災対

策について答弁はできません。そういったところを関係各課と協議して、住みやすいま

ちづくりを進めてまいりたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） これをもって、河越忠志君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。１０時３５分まで休憩いたします。

午前１０時２２分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ再開いたします。

次に、６番、森田善幸君の質問を許可いたします。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ６番、森田善幸でございます。質問に先立ちまして、再

びこの議場へ送り出していただいた町民の皆様に感謝いたしますとともに、身の引き締

まる思いで町会議員として新温泉町の発展のため尽力いたす所存でありますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、議長の許可を得ましたので、早速質問に移らせていただきます。

今回の私の一般質問は、町長選、町議選の争点の大きな一つであった浜坂認定こども

園の今後、そして、懸案の課題の一つである中心市街地の活性化、町長２期目の政策の

一つの柱となり得るワーケーションの推進について、そして、日本中の国や自治体の喫

緊の課題である新型コロナウイルス感染症の経済対策の大きく４項目について質問いた

します。

まずは、浜坂認定こども園の今後についてであります。同僚議員の質問と重なる部分

もありますが、それぞれに考え方の違いがありますので質問を続けます。
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この問題については、前町長時代からの懸案であり、４年前の町長選の争点の一つで

もありました。そして、西村町政１期目においては新たな整備検討委員会が立ち上げら

れ、２年前に検討委員会として現在地周辺が候補地として選定されました。また、 ０

００人もの多くの方の署名の下に、現在地周辺での早期の改築を望む要望書も議会に対

して提出されました。しかしながら、関連する補正予算が当議会において３度削除され

るなど、議会の同意を得ることができず、１期目で解決に至ることができませんでした。

そして、さきに述べた浜坂認定こども園の改築の候補地問題が、今回の町長、町議のダ

ブル選挙の主要な争点の一つとなりました。町長選では、現在地周辺での改築を公約と

した西村町長が７割に近い得票率で再選され、また、町議会議員選挙においては、やは

り現在地周辺での改築を主張された候補者の方が上位で当選されました。この選挙結果

より、さきの要望書どおり多くの町民の方が現在地周辺での早期の改築を望んでいるこ

とが明らかになりました。西村町長はその民意を酌み取り、この件に関しての１期目の

議会対策を反省しつつも、確実に一歩一歩現在地周辺での改築を進めていくべきと思い

ますが、町長の選挙結果に対する浜坂認定こども園問題の所見と、今後のこの問題解決

のための方向性やスケジュールをお伺いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私も、森田議員同様、２期目ということで、このたびの選挙で

選んでいただきました。頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

今回の選挙、公約の第１項目に、トップに、認定こども園の建設を現在地で進めると

いうふうな公約をさせていただきました。その中で、この２期目にも選んでいただいた

ということで、改めてこの浜坂認定こども園問題、早期建築に向かって進めてまいりた

い、そのように思っております。何よりも周辺地域住民の大半が現在地という、喜んで

いただける場所であるということが大前提であります。やはり、反対があるようなとこ

ろに建っても将来の心配もあります。地域の方々が本当に心から喜んでいただける場所

ではないか、そのように考えております。そういった意味で、このゾーンを子ども未来

ゾーンと名づけて、子供たちが本当に健やかに成長できるような、そういう夢や希望が

描ける、そういう町民にとっても楽しい場所になるように、一刻も早く建築推進を進め

ていきたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） スケジュール等が分かりましたら、お願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 細かいスケジュールにつきましては、担当課よりお話をさせて

いただきたいと思います。課長より報告させます。

○議長（宮本 泰男君） 中島こども教育課長、どうぞ。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 今後のスケジュールについてでございます。１月の
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上旬にかけまして、内部の庁舎内での協議を進めていきたいというふうに考えておりま

す。その後、１月１４日に総合教育会議を予定をしておりますので、その段階で教育委

員ないしは町長との協議をしていただいて、その後、再度調整の上で、１月の中下旬に

予定をされています民生教育常任委員会のほうでまた一定の御協議をさせていただけれ

ばというふうなことも考えております。さらに、その後にまた内部のほう調整等も行っ

ていきたいというふうなことを考えているとこでございます。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） さっきも申しましたように、１期目の議会対策を反省し

ていただいて、さらに教育委員会での合意というものを図って、本当に一歩一歩着実に

かつ早急に進めていただきたいと思います。

これまでこのこども園問題、洪水についての議論ばかりなされておりましたが、園の

安全を脅かすのは洪水だけではなく、例えば山際に建てられれば土砂災害の危険もあり

ますし、そちらのほうが、熱海の土石流災害などを見てもいつ起こるか分からない、一

気に起こってしまうという点で生命の危険が非常に高いものであります。また、このた

びの新型コロナ感染症、そういった人が密集する場所ということも感染症への危険度が

増してまいりますので、これらを考慮に入れて今後の整備を進めるべきと思います。

さて、さきの４年間で浜坂認定こども園の改築が進捗せず、大きく遅れたことは事実

でありまして、そのことによって大庭認定こども園との合併を踏まえた移転、改築の議

論っていうものも出てまいりました。現在の本町の出生数の動向や町財政や施設、それ

から人材の問題を考えると、合併を前提とした移転、改築論、そういった議論が起こる

のはもっともなことと思われますが、一方において、これ、私がちょっといろいろ資料

を探したんですが、会計検査院の資料でして、子育て支援策の出生率に与える影響、市

区町村のデータ分析という論文がありまして、これを見ると、保育所の整備と出生率に

かなりの相関関係があると、保育園の整備に対する投資や、そのほかの児童の家庭に直

接児童手当の増額とかそういったような施策等を比べると、保育所の整備を、同じ金額

ベースで見ると、保育所の整備にお金をかけるほうが出生率が高くなるというようなこ

とが書かれておりました。

そこで、本町の２０００年以昨の浜坂地域と温泉地域における保育所、幼稚園の合併、

統合の歴史、それと出生数の変化、それから、生まれてから小学校に入学するまでにど

のぐらいの人数の増減、これを率として計算して相関関係を分析してみました。議員の

皆さんにはちょっとお手元に資料を置いておりますが、まず、出生数の変化っていうも

のは、１年単位で見ると結構凸凹になっておりまして、もう一つ傾向をうまく見ること

ができないので、町の財政指数なども一定年間の平均値を取っておりますので、ある年

度の出生数とすると、その前の年度とその後の年度の３か年を平均して、それでちょっ

とグラフ化してみるとこういうグラフとなっております。浜坂地域と温泉地域でありま

す。まだこれもちょっとよく傾向をはっきりと分からせるために、ここの最初のトップ
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の人数を１００％として、百分率でその後の出生数の変化を見ていくとこのようになっ

てまいります。これを見ると、２００５年に温泉地域においてはこども園が、それまで

の幼稚園、保育園が統合されて１つのこども園になりました。そこからちょっと数年間、

かなり急激な出生数の減少が見られております。一方、浜坂のこども園の整備について

は徐々に統合等が行われ、比較的緩やかな減少となっております。

それから、今度は社会的流出がどのように起こったかというのを見るために、各年度

の出生者数と、その方が６年後にどんだけ町内の小学校に入学したかというのを、浜坂

地域、温泉地域で調べて百分率にしてみました。そうしますと、やはり温泉地域におい

ては、統合された年からちょっと数年間、３年ほど１００％を切っている。つまり、流

入よりも流出が、若い世代の流入より流出が多いと、こういった結果が導き出されまし

た。

これを基にして考えますと、もちろんこども園の統合というメリットを否定するもの

ではありませんが、出生数の低下や若い子育て世代のさらなる低下、町外への流出が増

える懸念が大きくなるのではないでしょうか。これを抑える意味でも、浜坂認定こども

園の一刻も早い現在地周辺での改築が有効な子育て支援策であると私は考えますが、こ

のことに対する町長の見解をお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） すばらしい資料だと思っております。特に、この温泉地域で保

育園が統合された以昨の３年間は２割近い流出というか、非常に流れが、人の動きとい

うのがよく分かります。先ほど保育園と出生数の相関関係、大いにあるという、そうい

う説明をいただいたわけですけど、改めてその事実がこのデータで分かると思っており

ます。この保育園の在り方、子育て環境の在り方、改めてこのデータをひもとく中、読

み解く中で、スピード感を持って対応をしたいという具合に考えております。施設の在

り方、今後、検討委員会で改めてこの設備の在り方であるとか検討をしていただくこと

になると思いますけど、すばらしい園になるように努力をしてまいります。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） それと、こども園に限らず、いろいろな公共施設やイン

フラも、複数存在するほうが危機管理やリスク回避の点においても有効であると思いま

す。このように考えると、まだ当分の間は統合ではなく、それぞれが並立する形のほう

が理にかなっていると私は思っております。

続きまして、２点目の中心市街地の活性化について質問をいたします。まずは、浜坂

駅前周辺の活性化についてお尋ねします。

今年３月の定例会で、今年度の一般会計の予算の一つである浜坂駅周辺活性化方策検

討委託業務料について、議会から、安易にコンサルタントに委託せず、地域住民の意見

を十分に聞くようにというような附帯決議がなされましたが、それから７か月以上たっ

ているこの現在です。事業の進捗状況をお尋ねします。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この６月の所管の委員会の中で、駅前の活性化方策検討業務の

進め方について、ソフト事業、それからハード事業に分けて考えるという前提の下、ま

ず、地元関係者の方に主体的に事業を担っていただくソフト事業の検討から始めていく

ことを説明させていただいております。

進め方としては、まず、地元関係者のヒアリングを行い、これからの駅前エリアをど

うしたらよいのか意見集約をする中、課題を整理し、様々な方面から参加していただけ

る住民参加型会議の場を設け、駅、空き店舗といった具体的な課題について意見交換を

重ね、活性化に資する事業実現に向けてやっていきたいと考えております。

現在、地元商店街の役員の方々と話合いを進めています。直近では１１月末に会議を

協議をいたしております。駅前空き店舗２店舗の利用方法、それから、駅前広場の利用

方法についてなど、今後、駅利用者など地域の意見を取り入れる方策の検討も含め、協

議をする機会を設けるようにいたしております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 今町長言われましたように、特に駅前の空き店舗対策、

２店舗についてかなり地元商店街の方から要望がありますが、これについてはどういう

ふうに町当局は考えておられるのか、お尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この６月にも観光の方々、商店の方々と町長との意見交換、懇

談会を持たせていただいております。その中で一番大きな意見としては、やはり駐車場

の在り方に意見がたくさん出ております。駅前の整備の中で、やはり核になるのは駐車

場ではないかというふうなことでありました。町の玄関である駅前通りは、かつては小

売店が軒を連ね、にぎわっていました。郊外への移転、大型店の進出によりお客が減少

し閉店するなど、空き店舗が増えているというふうな中、駐車場の不足、それから、イ

ンターネットによる購入方法の変化、こういう中で、駅前が非常に寂しいという状況で

あります。町としては、地元客をはじめＪＲ、それから、バスの利用客にも買物を楽し

み、駅前の景観で町を感じていただけるよう空き店舗を利用し、新たな商店ができるこ

とに向けて頑張っていきたいと思っております。

具体的な方法としては、まず、商工会などと連携し、創業希望の方に駅前の空き店舗

の紹介をいたしております。ただし、駅前通りの店舗のほとんどが店舗兼住宅の併用住

宅で、店舗を閉めた後も住宅として利用されている店舗が多く、店舗のみの活用がしに

くい、そういう状況もあるようであります。現在、この駅前２店舗の活用について、駅

前商店街の方々等の要望をお聞きする場を何回か設けておりますが、まだ結論が出てい

ないというのが実態であります。この費用っていいますか、この店舗改装における費用

の問題、運営方法の問題、どこが主体となって運営するのか、いろんな課題があります。

そういった課題を話合いの中で解決して、駅前の活性化につなげていきたい、そのよう
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に思っております。まだ議論半ばといった状況であります。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 駐車場問題等いろいろありますが、商店街の方は特にこ

の２店舗の対策をお願いしたいというふうに聞いておりますが、この２店舗については

大家さんといいますか、持ち主の方は別に使ってもいいというような御了承はいただい

ておるのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 駅前商店街の会長からは貸してやるという、そういう話はして

あるということを聞いております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） なかなかそういった運営の問題とかいろいろ難しいこと

があるとは思いますが、湯村温泉の昨今の例を申しますと、地域内に湯村温泉、五、六

店あった喫茶店が１店もなくなるというような中で、町のほうが地域力創造アドバイザ

ー事業というのをしまして、アドバイザーの方がコーディネーターを務められてワーク

ショップをする中で、地元の住民の方から、区民が集えるようなカフェがあればいいの

になというような話が出て、それに対して多くの住民の方が賛同しました。それが現在

の地域おこし協力隊を活用して空き店舗にオープンしたＣａｆｅ９８℃につながったも

のと認識しております。さらに、Ｃａｆｅ９８℃のオープンと前後して、それまで空き

店舗が増える一方だった湯地区内に、飲食店やギャラリーなどが出店されるようになり

ました。これは地域おこし協力隊の事業との相乗効果ではないかと考えております。

新温泉町では、地域おこし協力隊は、今年度より役場の会計年度任用職員から個人事

業主というように立場が変わりました。より空き店舗を活用した地域おこし協力隊の事

業ができやすくなったのではないかと思っております。地域のニーズに合うように、地

元商店街を中心とした地域住民の方々と情報共有をしつつ、地域おこし協力隊の活用な

どで空き店舗対策事業も行っていくのも一つの案と思いますが、町長、いかがでしょう

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この春オープンしたおんせん天国カフェのようないい例ができ

たと思っております。地域おこし協力隊員の力をお借りして新たなカフェがオープンい

たしました。そういった方式で、駅前についても当然対応は可能だという具合に考えて

おります。町の現在の商店街の力プラス、そういった外から来られた協力隊員の力をお

借りして新たな店舗展開をするということは可能だと考えておりますので、前向きに取

り組んでいきたいと思っております。この駅前の進め方については、安易にアドバイザ

ーに頼むなということも聞いております。地域の現状、地域の意見、それから、そうい

った国のいい制度がありますので、そういった協力隊員の力、外部の知恵、そういった

ものをお借りしながら、活性化につながるように取り組んでまいりたいと考えておりま
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す。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 最近のコンサルとかアドバイザーっていうのが、以前の

形態とは若干変わってきておりまして、以前は本当に課題を、言い方悪いようですけど、

丸投げみたいな感じでコンサルが全部するみたいな形でしたが、最近ではコンサルとか

アドバイザーの方が地域住民の方と交わって、そのコーディネーター、司会進行みたい

な役割で住民の皆さんの意見を集約するというような手法も使われておりますので、そ

ういったことも利用しながら進めていただけたらと思います。

続いて、湯村温泉の街なみ景観整備事業についてお尋ねします。

この事業は、前町長時代の頃から計画されておりました事業ですが、道路のカラー舗

装等の進捗が非常に遅れておりますが、その理由と今後の予定を質問いたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 事業推進がなかなか進んでいないということは議員の御指摘の

とおりだと思って、反省をいたしております。現在、この進んでいる事業なんですけど、

平成３０年度から令和４年度まで、来年度までの５か年計画の事業として着手をいたし

ております。現在４年目ということであります。これまで行った事業としては、町道八

幡神社線の階段の整備工事、それから、町道中の町線のカラー舗装工事、それから国道、

それから町内の誘導案内板の整備工事を実施いたしております。今年度、町道中の町線

のほか、３路線のカラー舗装工事を予定いたしておりまして、近々着工を予定をいたし

ております。この事業が遅れている理由として、建設課の技術職員の不足というのが背

景にありまして、できるだけそういった技術面の職員の協力を得ながら、今日まで至っ

ておるわけでありますが、そういった理由で進んでいないという背景もちょっと御理解

をしていただければと思っております。来年度に、５か年計画の最終年度には計画どお

り進めてまいります。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） カラー舗装に関しては前半の２年ぐらいの、スケジュー

ル的には予定だったと思います。早急にしていただきたいと思います。

それから、技術職員の不足ということを言われましたが、今後もいろんなインフラ、

道路、老朽化してまいります。そういったことに対しても技術系の職員の数を増員せね

ばならないと思いますが、そういった募集状況とかはどうでしょう。募集はするけど人

が来ないということでしょうか、それともしていないということでしょうか、いかがで

すか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今年度も採用をしたんですけど、職員の都合で退職というふう

なこともありました。来年度に向け、先日、採用試験をさせていただきましたけど、１

名を予定いたしております。
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○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） １名というのは、それは予定の募集数だったのでしょう

か。それとも、もっと募集したが１名だったということでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もともと技術職を採用予定で応募をかけたんですけど、土木職

の職員が辞退したという中で、改めて一般の枠、事務職なんですけど、その中に非常に

技術系に詳しい方がいまして、その方を採用予定といたしております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） なかなか集まらないという状況ではあるんですが、本当

に今後そういった需要はますます増してくると思いますので、そこら辺を考えて職員の

募集等を行っていただきたいと思いますし、また、そういう人が集まるような何か施策

を考えていただきたいと思います。

次に、湯村温泉の町なかを流れる春来川をもっと魅力あるものにしようとする地域住

民の動きがあります。昨年、今年と、「春来川で遊ぼう！」というイベントが行われ、

コロナ禍で長い間行動を抑制されていた子供たちの楽しそうな姿を見ることができまし

た。また、春来川の遊歩道には有名人の手形が多く展示されており、観光客がそれらを

眺めながら散策されたり、地元の方が健康のためウオーキングやジョギングをされてお

ります。このような地域住民の方の動きに町行政としてどのように関わっていくのか、

お尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先月、１１月も、実は岸田川漁協主催でイベントが２回ありま

した。川に親しむ、それから川の魚、それから、川の魚の種類や川の歴史、そういった

もの、それから、サケの遡上が今非常にたくさん上がっております。過去のこれまでで

最高のサケの遡上があったというふうなことで、サケの産卵、それから受精、そういっ

た、子供たち２０人ぐらい来てましたけど、そういう産卵の仕方、受精の仕方、そうい

ったものを勉強会もさせていただきました。川に親しむということは、町の歴史、それ

から、そういった生物、地域を知るということ、それから、山から川、海、そういった

つながりを勉強をできる非常にすばらしい機会であると思っております。

そういった意味で、春来川で最近いろんなイベントが開催されておるということはお

聞きをいたしておりますし、私も見に行かせていただきました。川べりにはたくさんの

手形もありますし、観光の一つとしてもすばらしい形成ができているという具合に考え

ております。川は県の管理下にあるんですけど、県との連携、非常にうまくいってると

いう具合に考えておりますし、今回も川を渡る置き石、そういったことも県でしていた

だけるというふうなことも聞いておりますので、より一層川と親しみが、川遊びができ

る、そういった方向性を考えて、河川整備の際にはそういった視点を基本に、もっとも

っと川で遊ぶ、川と親しむ、そういう機運を広げていきたいと考えております。
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○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） そうした中で、以前も同僚議員が指摘されておりました

が、この春来川の遊歩道の街灯が消えたままになって放置されております。また、遊歩

道の上を通る橋は下側が色あせており、景観上何とかならないかというような住民の方

の声も上がっております。また、湯村温泉の消雪装置は、この春来川から消雪用の水を

取水しておりますが、毎年同じ場所で水の勢いが弱く、消雪の機能が発揮できないとこ

ろが多々あり、地域住民の方から毎年苦情が出ております。住民の皆さんの声、それか

ら、コロナ後の観光振興の視点からも早急に対処すべきと思いますが、町長の見解をお

伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員御指摘の点につきましては、早急に担当課より確認をさせ

たいと思っております。消雪については、毎年、雪が昨るまでに定期検査をしておりま

すので、改めてその状況を担当課の課長より報告をさせていただきます。

それから、温泉橋と繁栄橋とか、森下橋とかもあるんですけど、繁栄橋も非常に汚い

というふうなことも御意見をいただいておりますので、早急に塗装なり見直しを考えて

おります。それから、温泉橋も非常に足湯から見るとみっともない、ペンキが剥げまく

っておりますので、そういったところも早急な対応を考えております。一応、現場を確

認させていただきます。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） こういったことは本当に毎年のように出ている声であり

ますので、早急に対処していただきたいと思いますし、そのためにはやはり技術系の職

員の増員が必要と思いますので、その件も、先ほども申しましたようにお願いしたいと

思います。

続きまして、３つ目のワーケーションの推進について質問いたします。

町長は２期目の初登庁の挨拶で、温泉活用の一環としてワーケーションを軸とした移

住定住の推進を述べられました。西村町政の大きな政策の柱の一つと思います。西村町

政１期目においては、兵庫県下でいち早くこのワーケーション自治体協議会に参加し、

ワーケーションを今後の観光振興や移住定住策の要として推進しようとされましたが、

コロナ禍において他の多くの観光業を主体とする地方自治体もこれに参入してきまして、

今や競争状態となっております。このような中、本町ではハード面の整備として温泉地

域のログハウスカナダやおんせん天国Ｃａｆｅ９８℃にワーケーション用のワークスペ

ースが整備されました。一方、民間企業においても、国からの補助金等で浜坂・温泉両

地域において、ワーケーションのためのワークスペースの整備が進んでおります。そう

した中で、浜坂地域でのワーケーション用の公の施設等の整備についてはどのようにお

考えかお尋ねいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） お尋ねのこの浜坂地域のワーケーションの施設です。現在のと

ころ、整備に適した遊休スペース等が確保できておらず、はっきりとした整備の計画は

今のところはありません。しかし、ワーケーション推進協議会においても、浜坂地域へ

のワークスペース整備の必要性についてその認識が高くなっております。整備について

は早急に検討をしたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 浜坂地域のワーケーションの適地としては、やはり風光

明媚な海岸や、松林のキャンプ場のあるサンビーチ周辺等もあります。浜坂観光協会、

キャンプ場、ジオパーク館などのＷｉ－Ｆｉ環境の整備が必要と思われますが、その件

に対してはどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまで海岸沿いの事業者も含めて協議をいたしてきておりま

すが、今のところ結論が出ていないという中で、今御指摘のジオパーク館であるとか、

そういった観光協会もあります、今後検討をさせていただきたいと考えます。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） できたら前向きに行っていただきたいと思います。

また、ソフト面の政策として、現在、地域課題解決型のワーケーションモニターツア

ーが何度か実施され、東京方面から多くの方が来られて地域住民の方と交流し、本町の

地域課題の解決に取り組まれていると聞いておりますが、今までの成果と今後の方向性

を質問いたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） モニターツアーの成果であります。今年５月から７月にかけ、

異業種型の研修会が開催されました。特に東京などから参加をいただいております。現

在ＡＬＩＶＥという会社など、そういった事業所との連係プレーでモニターツアーを実

施をいたしておりますが、成果につきましては改めて御報告をしたいと思っております。

それから、居組で現在カフェを整備する、そういったモニターツアーで来られた方々

の意見の中で、居組においてカフェを整備するという方、それから、御火浦村おこしグ

ループと共同して海産物の販売サポートをするというふうな、そういった方が出てきて

います。現在そういった方々の参加が、実際にこの地域において活動をできるかどうか、

そういう模索をしている方もたくさんいるという具合に聞いております。今後について

はモニターツアーの内容をきちっと明確にし、さらなるモニターツアーの成果が上がる

ように推進を図っていきたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 実際にこのモニターツアー等を通じて移住していただけ

る方があれば一番いいことなんですが、それと、あと２拠点生活といいますか、都市部

と、それから、こちらの地域２拠点で仕事しながら暮らされるということも、この地域
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課題の解決と結びつけて継続性が期待できるわけですが、そうではなくて、一過性的に

課題解決を考えられて提案されたと、そういう場合は、その方はできたら関わりを持っ

ていただきたいんですが、難しい場合、その提示された解決策を、今度地元の方が実行

していかなければならないというふうなことになるわけですが、そのための仕組みとい

うか、人材発掘、人材育成、そういったものを今後どのように考えているかをお尋ねい

たします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） モニターツアーの一環として、この地元、職員も含めてこの７

月、４つのチームに分かれて、地域の方、それから職員、それから、そのモニターツア

ーとして東京から来られた方々、そういった方々と地域課題解決型の会を持たせていた

だきました。結論といいますか、まとめておりますので、そういった方向を、ただ単に、

ああ、やったというんじゃなしに、現実問題として推進を図れるように取り組んでいき

たいと思っております。

その中で、今回、七釜地域でそういう非常に若い方々のやる気が生まれてきておりま

す。七釜温泉を利用した町の活性化、それから、キャンプ地を整備したりとか、そうい

った意見も出てきていますので、そういった実行に移せるような、そういう支援策も今

後考えていきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 大変喜ばしいことに、そういった方が出てこられている

と、この芽を本当に摘まないように、町行政としてはできる限りの支援をしていただき

たいと思います。

また、次の質問に移りますが、本町には利用されていない町有施設や空き家が数多く

あります。それらを企業のサテライトオフィスやコワーキングスペースとして有効利用、

これもワーケーションの一端ですが、取り組むべきと思いますが、実際そういう計画が

あるかどうかお尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでも多くの企業が新温泉町を訪れ、町有施設や空き家な

どを視察していただきましたが、施設の老朽化等により投資コストがかさむことが見込

まれ、現在のところ進捗はありません。民間投資のみでの企業進出はなかなか難しいと

いうのが実態であります。一方で、他市町では行政が施設を整備し、オフィス誘致に成

功している例も数多くあります。サテライトオフィスの誘致は町にとっても大きな経済

効果なども期待できます。施設整備は多額の投資になりますので、引き続きワーケーシ

ョン受入れなどによる企業との連携を進め、事業の確度を一定程度高めた上で、行政に

よるサテライトオフィス整備についても判断してまいりたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 私、昨日、八頭町の廃校を利用した宿泊施設、ＯＯＥ
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ＶＡＬＬＥＹ ＳＴＡＹという施設で、大江小学校というところが廃校になってそうい

った施設ができたわけですが、それと、同じく八頭町で、これも皆さん有名で御存じと

思いますが、サテライトオフィスが多数入っているコミュニティー複合施設隼Ｌａｂ．、

この２施設をちょっと視察してまいりました。この２施設はともに同じ八頭町で、統合

のために廃校となる小学校を改修したものです。両者とも廃校後、比較的すぐに改修さ

れ、それぞれの施設になっております。特に隼Ｌａｂ．は、廃校前からどのように利用

していくか十分にこの町行政、それから、地元の地域活性化団体、そして、若い元気な

方が起こした民間会社、これが協議を重ねて現在の隼Ｌａｂ．になっております。現在、

本町では各課に所管が分かれている遊休施設の利用を考えるのは、もう行政だけではな

くて、それぞれが立地している地域住民の方、そして、先ほど町長が、七釜の方で元気

な方がいろんなアイデアを考えられて事業しようとされているということを言われまし

たが、そういった元気な方、元気な民間企業などが参加して、真剣に知恵を出し合って

考えていかなければならない。決して行政だけが考えるものではないと、そういったふ

うにこの研修を通じて思いました。そういった協議会というようなものを立ち上げるべ

きと思っております。町長、その件に関してどう思われますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 隼Ｌａｂ．であるとか、そういった施設も見学をさせていただ

いたことがあります。今のお話では、もう事前にそういう取組をされて、廃校後の誘致

に成功されているということであります。うちの場合は、まず閉校、廃校、その後で手

を打つということで、温泉高校跡地にしても、ほったらかしにして、その後考えるとい

うふうなそういう状況で、後手後手であるということで反省をいたしております。

そういった点では、この研究会っていいますか、温泉高校跡地の活用、この夏からこ

ちらにかけても、お二人の方から４件提案があったんですけど、いずれもなかなか難し

いというふうなことで提案を断っておるような状況もあります。改めてこういった委員

の研究会、御意見をいただきましたので、今後検討してまいりたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 今、お二人の方から４件の提案があったが、難しいと判

断してできないというような話がありましたが、行政っていうものは、大体えてしてそ

ういった一般住民の方から提案があるとできない理由を探すというか、ちょっとそうい

った傾向があると思います。やっぱり民間の知恵とかそういったものもそこには必要で、

あと、元気な若い方の前向きな考え方、その辺りをうまく組み合わせて、いろんな提案

に柔軟に対応していただけたらと思います。

最後に、新型コロナウイルス感染症の経済対策について質問します。

さきの９月定例会の一般会計補正予算で、プレミアム率３０％のスーパーワクワク元

気気の１万セットの追加発行と、１人当たり ０００円を宿泊施設に補助する、ほっと

新温泉宿泊助成事業が可決され、現在執行されております。これらについての進捗状況
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と成果を１つずつお尋ねしたいと思います。まずは、スーパーワクワク元気気について

の進捗状況や成果をお尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ３割お得になるスーパープレミアム商品気の現状であります。

結果であります。７月に２万セット、それから、１０月補正でお認めいただいた１万セ

ット、合計３万セット、額面で３億 ０００万円になるわけですけど、販売をいたしま

した。いずれも即日完売ということで、これまでの２割に比べまして大幅に、あっとい

う間に売り切れております。

購入につきましては、世帯数で ４７２世帯に購入をしていただいております。その

うち、町内に販売をした件数が ３２２世帯、それから、町内事業者う業員が１５０世

帯であります。町内購入者全体の９⒌７％、購入数では、町内購入者は２万 ３２９セ

ットで、数としては９⒎８％であります。それから、事業者参加数、商品気が使えるお

店、事業所が１７８事業所でありました。利用状況、１１月１５日現在で７⒐８％、金

額で約３億 ０００万円が使用されています。そういった状況であります。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 最初の２万セットの販売時に、販売初日のもう夕方まで

もたずに売れてしまったと。そうした中で９月にも追加であったわけですが、これも、

そのときよりはもう少しもったということは聞いておりますが、やはり１日で完売した

と、そういった中で苦情等はありませんでしたでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 特に私のほうには苦情は聞いておりませんが、商工観光課長が

聞いておるかもしれませんので、確認をします。

○議長（宮本 泰男君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） ７月の当初の販売につきましては、買えなかった方か

ら、非常に買えなかったというふうなお電話を後から何件もいただきました。今回、１

０月１２日に販売をさせていただきましたけれども、午後６時５０分に売り切れという

形になりましたけれども、商工会のほうには、まだありますかというお問合せが、翌日、

翌々日に数件入ったと聞いておりますけれども、役場のほうには特に買えなかったこと

に対しての苦情に値するものは１件も入っておりません。以上です。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） このことについては商工会の内部でも議論されたわけで

すが、結局は事務局案といいますか、同じように販売、今回は販売していくというよう

な形で、もし来年度あれば、そういった今回のいろんな意見を踏まえて、公平になるよ

うにしていきたいというような形でした。来年度、コロナの終息具合がどうなるか分か

らない状況でありますが、来年度についても同様な事業をされるのかどうかお尋ねいた

します。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） コロナ次第というのが大前提になると思います。現在、観光、

民宿、旅館の利用者など、大変、カニが始まったということもあり、それから、温泉の

０００円の助成、ほっと新温泉などの影響もあって非常ににぎわっておる、非常に０

杯のような、そういう状況もあるようであります。この流れが続いてほしいなと思って

おりますが、コロナでまたこの以前のような状況がありましたら、改めて支援策を検討

をさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 次の質問のほうもちょっと半分答えられたような感じが

するんですが、ほっと新温泉宿泊助成事業の現状の進捗状況とその成果をお尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） １泊された旅館利用者の方に１人 ０００円の助成を行ってお

ります。現在３４の事業所が参加をされております。総額で ０００万円の事業費であ

ります。現在、事業者の方からは、感謝と事業の実施に大変よかったという意見をお聞

きをいたしております。この新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、実施に少し

慎重な判断もしておったわけでありますが、県事業のふるさと応援！ひょうごを旅しよ

うキャンペーンも１０月１２日から始まりまして、非常に多くの観光客に御利用をして

いただいておりまして、民宿、旅館の方々にも大変喜んでいただいているというのが実

態であります。現在、 ０００万円のこの事業費でありますが、１９の事業者が自分の

枠をもう既に使っています。１９事業者、３４分の１９が受付終了ということで、チケ

ット ０００円の助成が終了しているというふうなことで、追加の要望も出ているのが

実態であります。以上です。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 町長言われたように、宿泊施設としては大変助かってい

るという声があります。また、先ほど言われましたような兵庫県の事業、そういったも

のも同時進行しております。また、昨年の例を見ると、昨年、国のＧｏＴｏトラベル、

それから町の事業、それから、お土産気とか県の事業とか、そういったものが一遍に重

なってなかなか説明しづらいというような声もありました。そうした中で、今回もちょ

っと県の事業と重なったというようなこともありますが、できたら国、県、町、そうい

う実施時期をずらして全体的に継続できるような、そんな流れにしていただけたらとい

うような声もありますが、その辺りについてはどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この事業者、先日、浜の市場でいろんな民宿の方が仕入れに出

ていたんで聞いてみました。旅館、民宿によっては、兵庫の気、それから、町のこのほ

っと新温泉、これを同時に使っていただけない、片方しか使えない、そういう旅館、民

宿もあるということで、旅館の判断で対応しているということを聞きました。そういう
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点では、ダブっても旅館、民宿の方々の判断で一つしか使えないという、そういうこと

も言えますので、事業としてはダブってもいいのではないかなと考えております。

それから、一方で、町のほっと新温泉、カニのシーズンにしてよかったという民宿の

意見もあったんですけど、いや、暇なときにしてもらったほうがいいと、集中し過ぎて

逆に困るという、そういう意見もある民宿からはいただいております。どっちも正しい

かなという具合に考えております。その辺は今後意見集約しながら、今後の運営に生か

していきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 次に、公衆浴場などの指定管理施設の今年度のコロナの

影響と対策について質問いたします。

まずは、指定管理の入浴施設、町内３施設ありますが、今年度の状況を把握されてお

りますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 具体的な数字はちょっと準備してないんですけど、それぞれの

施設のデータを見ますと、前年よりは少し増えていると、若干です。ただ、平年、これ

までコロナ以前の年と比べると、やはり６割方ぐらいかな、そんな感じで見ております。

各施設いずれも同じような利用状況であると判断をいたしております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 私も、指定管理の公衆浴場３施設について状況をお聞き

しましたところ、３施設ともに、この状況に対処するために経費の削減を非常な努力で

やっておられます。それから、入浴者数を少しでも伸ばすために経費のかからないＰＲ

方法で頑張っている、そのように聞いておりますが、今年度も、昨年、令和２年度同様

に経営的に非常に厳しいということでした。そんな中で、私、６月、９月と質問してお

りますが、昨年交付された指定管理支援金について、９月定例会の質問の答弁の中で、

こういった状況を様子を見ながら今後検討していきたいと思いますというような町長の

答弁でありました。そのときにも申しましたが、指定管理者制度は行政サービスの代行

であります。そのサービスの存続は行政上必要なことであり、制度として明確に公の施

設の運営が立ち行かなくなる状況になれば、それに対する支援は当然必要であると考え

ております。早期の実施を図るべきと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現状、一度調査を改めてさせていただく中で、適切な対応をし

てまいりたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） もう調査は既にしてあるべきというふうに思うんですが。

それから、昨年度後半に行われた、宿泊施設にも入浴施設にも好評だった宿泊者への町

内施設利用の無料気事業、これが、昨年度コロナの蔓延とともに途中で中止となってま
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いりました。これも事業者の方の声を聞くと、宿泊施設、それから、入浴施設両者にと

って非常に有益で、無料というものが難しいなら割引等で入浴施設への集客を図り、こ

れも、お客さんに対するメリットもありますが、宿泊施設、それから、入浴施設の集客

の支援にもなると思いますので、こういったこともまた実施を考えていくべきと思いま

すが、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ほっと新温泉にしても民宿とか旅館の利用アップということで、

今言われた入浴施設についてはあまりメリットがないのかなという面もあると思います。

改めてこの今の入浴チケットの件についても、担当課で検討をさせたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） それでは最後に、国からの新型コロナ感染症対策地方創

生臨時交付金についての質問をいたします。

さる１１月２６日のさ議決定で、令和３年度補正予算案において臨時交付金６さ ０

００億円が新たに追加計上されることとなりました。今後、国からのコロナ対策の地方

創生臨時交付金の本町への交付の見通しや、それを活用した緊急経済対策の予定がどう

なっているのか質問いたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 令和３年度の臨時交付金の上限額は、現在のところ２億４９５

万 ０００円の配分を受けています。それに対し、このたび１２月補正予算緊急経済対

策の概要でも示させていただいていますが、一般会計補正６号までで、予算措置から特

定財定を定し引いた一般財定が３億 １１２万 ０００円となっています。これから単 

純に上限額を定し引いて、１億 ６２７万 ０００円を上限が上回っているという状況 

であります。現在、国会で地方臨時交付金、地方単独分で１さ ０００億円がでり込ま

れていますので、配分が今後明らかになりましたら、今後の経済対策として検討をさせ

ていただきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） それでは、まだ全然、国、県からはそういった通告はな

いということでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 総務課長からお答えをさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 先ほど町長のほうが御説明いたしましたとおり、今現在、

地方単独分ということで、国のほうで⒈２さ円が措置されているという状況のみがこち

らのほうに入ってきている状況でございます。実際の配分額についてはまだ明らかにな

っておりません。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。
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○議員（６番 森田 善幸君） ある程度の金額は入ってくると思うんですが、じゃあ、

それに対する使途等については、それが決まってから考えるという形なんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 決まるまでに考えていきたいと。枠が決まらないと事業の使い

道は決まらない面もあるんですけど、一応、現在の状況を察知する中で大枠は考えてい

きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 現時点では、そのことに対してちょっと述べることはで

きないということでしょうか。それとも、まだ考えてないからこれから検討するという

ことでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現状ある程度、所管課で把握はできておりますので、そういっ

た要望を取りまとめて、１さ ０００億円の配分額がどのぐらいになるか、ある程度想

定はできるのではないかと思いますので、早急に計画をつくっていきたいと思っており

ます。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） その計画、ある程度具体的なものが聞きたいと思いまし

たが、ちょっと難しいようなので、これで私の一般質問を終わらせていただきますが、

これから２期目の西村町政が始まるわけですが、１期目のよい点、悪い点、きっちりと

検証し、まずはコロナ禍で苦しむ事業者や個人への支援、そして、こども園の改築整備

問題を着実に解決し、コロナ後の温泉を利活用した産業振興や移住定住、そして、子育

て支援策の充実、高齢者福祉、それから、公共施設やインフラの整備、維持管理、たく

さん課題が山積しておりますが、これらを的確に進められることを期待しまして私の一

般質問を終わりますが、町長、最後に、２期目に向けての決意をお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 数々の課題があります。即解決できること、それから、やはり

５年であるとか１０年であるとか、長いスパンで解決が可能であること、そういった事

業のこの重点度を改めてきっちりと頭の中に入れまして、優先順位を決める中で課題解

決を図っていきたいと考えます。いろいろな議員の非常に貴重な御意見、ありがとうご

ざいました。

○議長（宮本 泰男君） これをもちまして森田善幸君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。

昼食休憩であります。１時まで休憩いたします。

午前１１時４６分休憩
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午後 １時００分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、１０番、竹内敬一郎君の質問を許可いたします。

１０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） １０番、竹内敬一郎でございます。通告にうって質問を

させていただきます。

初めに、地方創生に向けたＳＤＧｓの推進について質問をいたします。

ＳＤＧｓは、２０１５年に国連で採択されてから６年経過しました。貧困や不平等、

気候変動などの克服などを掲げ、１７のゴールと１６９のターゲットを定め、２０３０

年までの達成を目指しております。現在多くの自治体や企業など、ＳＤＧｓ、持続可能

な開発目標の理念を推進し実践しています。千葉県のある自治体では、地域課題の解決

やＳＤＧｓの推進に取り組むため、中学生から３０歳までの若者を対象に募集し、若者

プロジェクトチームを発足させています。その狙いは、若者の柔軟な発想と行動力でＳ

ＤＧｓの理念を取り入れたまちづくりを進めるとともに、若者に地元の誇りと愛着を育

んでもらうためであります。私は、過去に数回にわたってＳＤＧｓの推進について一般

質問を行ってきました。ＳＤＧｓを実践することが持続可能なまちづくりになるとの思

いからの提案であります。町長からは、身近でできることから実践することが大切であ

るとの答弁をいただいております。現在、本町でどのような取組が行われているのかお

伺いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ＳＤＧｓ、午前中も御質問が一部あったんですけど、この持続

可能な開発目標ということで、地球環境、かけがえのない地球を守るというそういう視

点の中で、最も大事なポイントが誰一人取り残さない、これが最も大事なところだとい

うことを聞いております。そういった意味でこの地球環境、我が町における取組はどう

なのかということであります。既に、例えば太陽光発電における支援制度、補助制度を

やっておりまして、脱炭素、エネルギーの在り方の見直し、再生可能エネルギーの利活

用という点で、まずそういう取組をしております。

また、湯区内においてはバイナリー発電の取組をしておりまして、緊急時における発

電機能の利用、こういったことも取り組んでおります。

それから、当町は人権啓発の町であります。そういった意味でジェンダー平等、あら

ゆる分野での女性参画の促進、人権セミナー、学習会の開催、こういう取組も積極的に

させていただいております。

それから、ごみです。ごみの分別収集によってごみの減量化、再資定化の推進を積極

的に行っているというふうな、ＳＤＧｓが採択されるまでから取り組んでいる、そうい

う事業もあるというのが実態であります。

それから、参画と協働の推進ということで、但馬定住自立圏、それから、麒麟のまち
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の圏域での連携、こういうパートナーシップで目標を達成しよう、こういった取組も積

極的にやっているというのが現状であります。全てにおいて１７項目を取り組んでいき

たいというのが今の思いであります。

また、現在策定作業中の後期基本計画においても、このＳＤＧｓの目指す目標を、こ

の計画の施策、事業の推進に当たってこの計画をでり込んでいくようにいたしておりま

す。以上であります。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 今、第２次新温泉町総合計画、後期基本計画の案の話が

ありましたけれども、一応審議会はＳＤＧｓの取組に積極的に進んでいるようでござい

ますが、これの基本計画がつくられたときにはそのプロジェクトチームとかいうのはつ

くられたのでしょうか。それとも、今後そういうチームをつくる可能性があるのかどう

かお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 審議会の、私、メンバーではありません。結果のあれは受け取

っておりますけど、所管課の課長よりその辺の詳しい内容を説明をしていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 中井企画課長。

○企画課長（中井 勇人君） 総合計画、前期基本計画が今年度で終了しますので、来年

度、令和４年度からの後期基本計画に向けて令和３年度、策定作業を進めております。

庁舎内の管理職を中心としました本部会議、また、住民等を構成します総合計画審議会

の中でそれぞれ計４回協議、審議いたしまして、先日、審議会のほうから町長へ答申を

いたしたところでございます。このＳＤＧｓに特化しましたプロジェクトチームという

ような感じのものはつくっておりません。以上でございます。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 後期基本計画の案を確認させていただきましたけれども、

具体的な施策の一つ一つの取組について、ＳＤＧｓの１７の目標がどれに該当するかと

いうロゴマークが示されていました。これはとても身近に感じるので分かりやすいと思

います。住民の皆様にＳＤＧｓを知ってもらい、理解してもらうことは大切であります。

そのためには講座やセミナー等、何らかの形で学ぶ機会が必要であると考えますけども、

町長の見解をお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当然そういう勉強の場は必要だという具合に考えておりますし、

この推進を図るには町民の御協力、それから、そういう共通認識が必要だと思っており

ますので、そういう方向で考えていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 先ほど学習会も開催されているということでしたけれど

も、本町の職員はＳＤＧｓについてどれぐらい理解しているのか、職員の間では研修は
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行っているのかどうかお聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 特にＳＤＧｓというタイトルで研修を行っていることはありま

せん。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 今後はどうでしょうか。それとも、一人一人の判断で勉

強してもらうということでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 勉強会、今後検討していきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 各地域ではＳＤＧｓを活用して地方創生を実現していこ

うという流れになってきております。２０１９年７月にＳＤＧｓ未来都市に３１の都市

が選ばれて発表されました。ＳＤＧｓ未来都市とは、持続可能な都市、地域づくりを目

指す自治体を選定し、政府が予算をつけてサポートする取組です。麒麟のまち圏域の鳥

取県智頭町がこのときに選定されております。本年度ＳＤＧｓの未来都市の募集が開始

されました。今回の基準には脱炭素の視点が加えられており、ＳＤＧｓ達成に貢献する

優れた取組と認められる提案をした都市、地域が選定されております。３１都市が選定

され、兵庫県は姫路市、西脇市、鳥取県は鳥取市が入っております。現在、麒麟のまち

圏域の鳥取市と智頭町がＳＤＧｓ未来都市に選定されていますけれども、町長はどのよ

うに思われているのかお聞きしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 非常にすばらしい取組をされている町があるということで、我

が町は温泉が３か所、メインとして３か所湧いております。そういった意味では、温泉

活用が脱炭素に非常に貢献できるという具合に考えておりますし、こういう未来都市に

選定されますといろんな意味で国の支援もあるということを聞いておりますので、当町

の温泉活用がそれにぴったりはまるのではないか、そう思っております。今後、選定も

含めて検討をしたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 内さ府は自治体へのサポートを実現するため、令和２年

度より地方創生ＳＤＧｓオンラインセミナー、地方創生ＳＤＧｓオンライン相談会の取

組を始めています。オンラインセミナーは７回開催し、延べ４５０の自治体が参加、オ

ンライン相談会には５２の自治体が参加しています。本町はこの取組に参加されたこと

があるのかどうかお尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このオンライン相談会については、ベーシックコース、アドバ

ンスコースなど、ＳＤＧｓ未来都市コースを合わせて５つのコースが用意されていると
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いう状況をお聞きいたしております。本町においてもこれらの相談会、セミナーへの参

加を通じてこの地方創生ＳＤＧｓを取り巻く状況についての理解を深めるよう、今後必

要に応じ活用を考えております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 本年５月から７月にかけて加藤文太郎記念図書館で、特

別展ＳＤＧｓの関連図書が展示されました。住民への啓発運動の取組として来年も実施

してはどうかと思いますけど、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 加藤文太郎記念図書館では、毎月テーマを決めて図書紹介コー

ナーとして特別展示を行っております。今年も５月中旬から約１か月間、ＳＤＧｓにつ

いて理解してもらうため関連図書の展示をいたしております。幅広い年代に好評で貸出

しも数多くありました。来年度の特別展示につきましても、実施する方向で検討中であ

ります。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 親子連れにも好評だったようですので、ぜひ検討のほう

をお願いしたいと思います。

１９９０年代半ば以昨に生まれたＺ世代と呼ばれる若者たちは、学校教育で気候変動

問題や持続可能について学んでいるようです。来年春の卒業予定の就活生に就職先企業

を選ぶ上で重視した点を聞いたある企業の調査があります。有名企業であるかどうかと

回答した人の割合は１⒊８％、ＳＤＧｓに対する姿勢や取組との回答は１⒎３％でした。

有名企業よりもＳＤＧｓに対する姿勢や取組の企業のほうに関心があるということです。

若者が企業を見る目は厳しくなってきております。ＳＤＧｓの意識や行動の変化で地域

や社会への影響が広がってきております。ＳＤＧｓは共通の目標を掲げていますが、そ

の手段はそれぞれの国、人々に委ねられております。しかし、近年イメージアップを狙

い実態を伴わない企業もあるようであります。このような見せかけの取組はＳＤＧｓウ

ォッシュと呼ばれております。ＳＤＧｓの根底には誰も置き去りにしないという理念が

あります。私たちが行動する上ではこの根本理念を共有していくことが大切であると考

えます。改めて町長の認識をお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 地球規模の環境の在り方を考えようということでテーマがなっ

ておるんですけど、これは一人一人の個別が取り組むべき問題でもあるという具合に考

えております。そういった意味でも、個人一人一人がふだんの生活の中からそういう取

組をこつこつやっていくということが結果的に地球環境を守っていくと、生活環境を守

っていくということになると思っております。こういうテーマを改めて大々的にテーマ

として上げるというのもいいことなんですけど、本来はやっぱり自分たちで節約である

とか、物を大事にするとか、そういう基本的な意識を高めていくということが一番大事
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かなという具合に考えております。ただ、ＳＤＧｓ、ブームのような流れに乗るという、

そういう位置づけでなしに、やはり自分たち一人一人がふだんの生活の中でそういった、

物を大事にする、人間関係を大切にする、人権を守る、そういった意識をきっちりと持

っていくということが大事かなと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 次に、マイナンバーカードの推進について質問いたしま

す。

本年９月１日、デジタル庁が新設されました。行政の効率化や住民のサービス向上に

つながる改革が進められており、各自治体はマイナンバーカードの普及に力を入れてい

ます。本年１０月２０日よりマイナンバーカードが健康保険証としての利用が始まりま

した。病院や薬局の受付で専用の顔認証つき読み取り機にカードをかざせば、病院、薬

局側が健康保険資格を自動で確認できるとのことです。政府は２０２２年度末までには

ほぼ全ての施設での実施を目指しております。また、給付金の受け取りに使う預貯金口

座とマイナンバーカードを連携させる仕組みが２０２２年度中に創設の予定となってお

ります。２０２４年度末までにはマイナンバーカードと運転免許証の一体化を進めてい

ます。

本年１１月１６日時点での国内のマイナンバーカード交付数は ０００万本を超え、

全人口の３⒐５％に達しています。本町の交付済み本数は１０月末時点で ４３９本、

まだ交付されてない申請数６４２名、合計で ０８１件、人口比３ ⒎１１％となってお

ります。全国平均より少ない結果となっておりますが、町長はこの現状をどう認識して

いるのか、また、今後の取組についてどう考えているのかお伺いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 個人情報をどう扱うかということで若干そういう心配があると

いう中で、現在の普及率、交付済み３２％になっていると考えております。個人情報が

非常に大事にされるこういう時代であります。マイナンバーカードが不正に利用された

りとか、そういう心配があって現状が生まれているということではないかと思っており

ます。ただ、マイナンバーカードには住所と氏名とか必要な最低限度のデータしか入っ

ていないと、それを基本的に次のアクセスにつながるというふうな状況でありますので、

そういった安全性といいますか、そういったものを住民にも十分理解していただく中で

普及を図っていければと考えております。マイナンバーカード、国が推進して、よりＤ

Ｘ、デジタルトランスフォーメーションというデジタル社会の構築に寄与するという面

もあるようでありますので、今後のスムーズな行政運営に寄与できる、そのように思っ

ております。県下では新温泉町の普及率はあまり高くないというのが現状でありますけ

ど、他町ではお金を交付してマイナンバーカードの取得率をアップしているというふう

なところもあるわけですけど、本町ではやっぱりあくまでも本人の判断で申請を行って

いっていただきたい、そのように考えております。
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○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 本町は個人の意思に任すということなんですが、１つ例

を紹介したいと思います。このマイナンバーカードの普及で地方創生に取り組んでいる

石川県加石市の例を挙げたいと思います。加石市は人口約６万 ０００人で、温泉や久

谷焼で知られている町です。昨年４月時点では、マイナンバーカード普及率が１⒊４％

と低迷していましたが、本年１１月１日現在７７％と、短期間のうちに取得者が急増

しております。加石市は、２０１４年に、将来的に行政機能の維持が困難になる消滅可

能性都市に位置づけられました。加石市はこれを境に、人口減少、高齢社会の対応のた

め、デジタル化による地方創生へと大きくかじを切りました。デジタル化を推進するた

めには市民にマイナンバーカードを取得してもらう必要がありました。カードの保有者、

または新たに申請する市民を対象に、地域商品気、１人 ０００円分を配付しています。

財定はコロナ対策に充てられる国の地方創生臨時交付金を活用しています。昨年から、

マイナンバーカードをデジタル上の身分証にして、多くの行政手続がスマートフォンで

できるようになってるようであります。今後もカードを基に利用できるサービスを広げ

ていきたいとの考えのようです。今紹介した加石市の取組について、町長から感想があ

ればお聞きしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私も公明新聞も取っておりますので、その今の御意見のところ、

ちょうど新聞、切り抜いて持っておりました。マイナンバーカード、このカードが普及

した最大のポイントは、 ０００円の商品気を使って申請を進めたというのが普及率ア

ップの一番の原因っていいますか、そういうことが書いてあります。お金でつるような

ことは私はしたくないとは思っとるんですけど、マイナンバーカードの普及によって生

活が利便性が図れるということであれば、それは、普及に向けて普及活動、普及啓発を

やっていきたいなとは考えております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 但馬地方の、これ、ある自治体なんですが、マイナンバ

ーカードを活用してコンビニで住民票など各証明書の発行ができるようになっておりま

す。本町はそのような計画はあるのかどうか、お伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本町でも、一応来年度このマイナポイント、マイナカードの普

及を図ることによって、住民票等のコンビニ交付それからマイナポータルを利用した子

育て支援の手続など、電子申請の導入を計画をいたしております。次年度以昨でありま

す。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） そうであるならば、個人の意思に任せるよりも本町とし

ても推奨したほうがいいんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） あくまでも個人の考えで申請はしていただくべきものと考えて

おります。行政としても、そういうメリットは訴えていきたいという具合に考えており

ます。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 広報しんおんせん１２月にマイナンバーカード申請につ

いての掲載がありました。申請の受付については、役場が窓口になり、毎週火曜日は午

後７時まで窓口の延長を行っているとの記事です。マイナンバーカードの申請を希望す

る人が何らかの形で役場に来れない場合、そういう人の対応はどうされますか。例えば、

電話で自分の自宅に来て申請をしてほしいと、そういう場合は可能なのでしょうか、お

尋ねします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本的にはできないということ。やはり窓口で処理をしていた

だく、申請をしていただくということが基本になると思っております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 役場に来れない人の対応ですから何らかの、例えば障が

いとかそういう人が、例えば電話で自宅に来てくださいというようなあった場合には、

そういう出張サービスですね、それができないものかどうか聞いてます。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういった特別な事情がある場合には、その対応を担当課より

お答えをさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） マイナンバーカードの発行については、カードの設定

等の作業が役場で行わなければなりませんので、一応本人が来られないという方につい

ては代理人を立てていただいて、代理人の方が窓口のほうで申請等をいただくというよ

うなそういった形を取っております。以上です。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 代理人を立てないと申請はできないという、それ結論で

すか。例えば、先ほどのＳＤＧｓであれば、誰も置き去りにしないという理念、それ実

践していくわけですから、もっと住民に寄り添ってもいいんじゃないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長よりお答えします。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 一応、出張等の事務を行っておる市町村もございます

けども、現在のところでは私どもは出張等行っておりませんので、一応代理人の方でお

願いしておるところでございます。次年度以昨そういった地域の要望があれば、一定の
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数が集まればそういった出張等での受付ということも検討していく予定にしております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） ぜひＳＤＧｓの理念を実践していくんであれば、その方

向で検討していただきたいと思います。

次に、がん対策について質問をいたします。２００６年にがん対策基本法が制定され

てから、がん医療拠点病院の整備、放射線治療や緩和ケアの普及、検診受診率の向上な

ど様々な施策が進んできています。国立がん研究センターの先月の発表では、２０２０

年に新たにがんと診断された人は９６万 ０８８人で、２０１９年の１０２万 ７４９ 

人から６万６１１人、約⒌９％減少しております。２００７年の集計開始以来初めて減

少になっています。これは、新型コロナウイルス流行の影響で検診、受診を控える人が

増えたためで、がん患者が実際に減ったとは考えにくいと思います。国立がん研究セン

ターによると、２０２０年度のがん検診受診者数は２０１９年度に比べて約３割減って

います。がんは生涯で２人に１人がなる国民病と言われております。学校教育で正しい

知識を身につけることが重要と考えます。２０１２年、第２期がん対策推進計画にがん

教育が初めて明記されました。新学習指導要領に基づき、中学校では今年度から本格的

ながん教育が実施されていますけれども、本町の取組をお尋ねいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育長のほうでお答えをいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今年度中学校のほうで学習指導要領が新しく始まったわけで

すけれども、その中に生活習慣の乱れと生活習慣病などのつながりとか、がんの予防に

ついてというようなことで知識を身につけるようにということになっております。保健

分野の目標の中の一つに、生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し、明るく豊かな

生活を営む態度を養うということが上げられております。このことに基づきまして、本

町でも教科書を活用しまして、教科書の中でがん教育を推進をしていっております。今

現在、がんの原因、どういうことでがんになって引き起こすことになるのか、それから

予防についてはどうなのか、それから、これのことについては今現在のことはもちろん

ですけれども、生涯にわたって自身の健康について考えていくというような教育を学校

現場のほうでは進めております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 小学校ではがん教育は実施されてますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 小学校のほうの教科書におきましてもこのことが明記をされ

ておりまして、がんがどのようにして起こるか、それからがんにかからない方法、治す

方法というような形で、単に知識を学ぶだけでなく、小・中学校ともに将来課題に直面

したときにどのように考えて行動ができるか、判断できるかというようなそういったこ
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とまで、資質、能力、表現力、判断力、思考力等を養うための教育が今小学校とも中学

校ともでされております。何におきましても、先ほど議員のほうからもありましたが、

早期発見、早期治療、そして今はいろんな治療法がありますので、そういったことも学

ばせるということで、家庭に帰って、例えば子供たちが家庭でも話をするようなことに

なれば検診等も広がるのではないかなっていうふうに考えています。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） がんの理解を深めるためには、外部の講師の活用も必要

だと考えます。文部科学省が全国の小・中・高などで約３万 ２００校にがん教育の実

施状況を聞いた調査があります。２０１８年度は６⒈９％で、外部講師の活用が⒏１％

でした。今年度、保健体育の教科書が改訂されています。外部講師については、特定の

資格や認定を要するものではないと明記されています。大阪府は、独自に外部講師派遣

リストを作成し学校関係者に配付し、がん教育の充実に力を入れております。また、高

知県のある中学校では、生徒や教職員対象の公開授業が行われ、がんに対する正しい知

識を身につけて命の大切さを育んでいます。本町も、がん教育の充実のためには外部講

師を活用して命の尊さを学ぶ環境づくりが大切だと考えますけども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 議員がおっしゃっていただいたように、外部講師の活用につ

いてのことには言われております。本町におきましても、やはり養護教諭、それから中

学校でいえば保健体育の教諭等も連携を取りながら、また外部講師として医師の方だと

か保健師だとかいろんな関係の皆さんと連携を取らせていただいて、そういった外部講

師を招いた本当に命の尊さ、自分の健康をどういかに守っていくかっていうようなこと

について、やはり子供のときから学んでいくということはとても大事だと思っておりま

すので、また検討して、浜坂病院もございますし、そういったところとの連携も取りな

がら進めていけたらというふうに考えております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 保護者も一緒に学べるように、例えば授業参観日などで

がん教育を実施するとかいうのも検討してもいいと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 本当に保護者の方と一緒に学ぶということは非常に効果も高

いだろうなということは思っております。いずれにしましても、調整といいますか、そ

ういったことも必要になると思いますので、でも、本当に命を大切にするという教育、

ここの原点に立って考えていきたいと思っています。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 国立がん研究センターは本年１１月、２００５年から２

００８年にがんと診断された患者の１０年後の生存率が５⒏９％と発表しています。ま

た、２０１１年から２０１３年に診断された人の５年後の生存率はがん全体で６⒏９％
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となっています。データを取り始めた１９９０年代からは、生存率は伸び続けています。

調査をした担当者は、診断法や治療薬の進化で手術と薬の組み合わせなど標準治療が広

がってきたことが貢献しているのではないかと言われています。兵庫県は、２０２０年

度の４１市町が実施したがん検診率を発表しています。本町では、前年度と比べて乳が

ん以外の胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がんは減少しています。新型コロナウイル

ス感染のリスクを避けるため受診を控えた人が増えたのではないかと思われます。がん

は早期発見するほど治しやすいと言われております。死因の第１位であると言われてい

るがんの発見が遅れないよう、町としてもがん検診を推奨すべきと考えますが、町長の

見解をお伺いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員御指摘のとおりだと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 生涯で日本人ががんになる確率は、男性で６⒌５％、女

性で５２％と２人に１人以上の割合になります。年間約３８万人ががんで亡くなって

います。１９９０年代から欧米ではがんの死亡者数は減少していますが、日本は増え続

けています。専門医は、これは日本人が正しい知識を依然として知らないからだと言わ

れています。そして、がん検診の受診率が前年比で３割減ったことは、早期発見できた

はずの１万人以上のがんが今も進行している可能性があると指摘されております。がん

教育に取り組んだ小・中・高の自治体では、子供が親に受診を促したため検診受診率が

急増したというケースもあるようです。私たち大人ががん教育を受ける機会はほとんど

ないと思います。一人一人が健康寿命を延ばすことが後の活性化、発展につながってい

くと考えます。講座やセミナー等を開催して、住民にがんを学ぶ機会をつくってはと思

いますが、検討してはどうでしょうか。町長の考えをお聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もっともな御意見だと思っております。がんの受診率、当町で

も毎年様々な町ぐるみ健診の中でがん検診も行っております。そういうがんの撲滅とい

う点でも、がんに対する知識、基本的には早期発見、早期治療、これが一番大事だとい

う具合に聞いておりますので、そういう受診率の向上に向けてＰＲ活動もやっていきた

いと考えております。浜坂病院でも、独自に集落を回っていただいて、病院の医師の方

々がいろんな取組をされております。そういったところの活動も改めて強化できないか

検討をしたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １０番、竹内敬一郎君。

○議員（10番 竹内敬一郎君） 以上で私の質問は終わります。

○議長（宮本 泰男君） これをもって竹内敬一郎君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。１時５５分まで休憩いたします。
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午後１時４３分休憩

午後１時５５分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、１４番、中井次郎君の質問を許可いたします。

１４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問何点か

させていただきます。

最初に、浜坂認定こども園の問題であります。選挙の後に、園に近い商店街でお年寄

りとお話をする機会がございました。この４年間ストレスを感じてきたと、ここは安全

だと、早く建ててもらいたいと、こういう声が聞こえました。私も同感であります。町

長・町議選の結果を受けて、浜坂認定こども園は現在地で早期に改築すべきだと考えて

おるとこであります。こういった中で１２月２日付の地元紙に、但馬人口５年で⒎２％

減少との記事が掲載されました。大変ショックな思いを感じました。新温泉町の減少率

は１１％、人数にして ５０１人であります。認定こども園は、幼児が長時間にわた

って過ごす子育て支援になくてはならない施設であります。人口減少を防ぐ一つの施策

となる施設でもあります。町長はどのようにこの新聞記事なり、人口減少を防ぐ一つの

施策となると思うんですけども、その点はどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 選挙戦でも訴えてまいりました、子育ての環境を充実させる、

そして速やかに浜坂認定こども園の建築に着手する、それが少子化対策の大きな切り札

の一つだと訴えてまいりました。そういった意味で、今回の認定こども園の早期改築と

いいますか、早期の完成に向かって力を入れてまいりたい、そのように思っております。

人口減少は、新聞見ました、１１％。最大は隣の香美町が１１％ぐらいあったんです

けど、それに次ぐ県下で２番目の減少ということが書いてありました。そういった意味

で、早期に完成に向けて推進を図っていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 分かりました。ぜひそういう形にしていきたい、私もそ

の思いであります。

それで、具体的なお話に入らせていただきます。大庭認定こども園との統合があるか

ということでありますが、これにつきましては、岡本町政でも西村１期の町政でも統合

はしないということで既に結論が出ているわけでありますが、統合を求める町民の署名

などは出ているでしょうか。その点はどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう署名は聞いたことはありません。逆でありまして、地

域からは残してほしいというそういう声はたくさん聞いております。
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○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 浜坂認定こども園整備検討委員会の会議録をいろいろと

引き合いに出されて、議会でも議論をされているとこでありますが、財政や子供の数か

ら統合を考えろとの委員の意見が出ているわけでありますが、それに対して教育長から、

地域にあることが大切だとの答弁が返ってるわけであります。この地域にあることが大

切だというのは一体どういう意味でしょうか、それが分かれば答えていただきたいと思

います。教育長。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育長がお答えいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 地域の、その言葉の裏には、地域の中でやっぱり子供たちを

育てていくということを大きな柱にしております。地域の人たちと触れ合う、それから

地域に出かけていっていろんな体験をする、そういった教育の中で、子供たちを地域の

中で地域の皆さんとともに育てていくということを考えております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ということは、地域にとっても大切な施設だとこう解釈

していいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 地域にとっても、地域が活性化するというか元気がつくと思

いますし、子供たちにとってもお互いにとってやはり活性化するといいますか、元気に

なるという施設になると思っています。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 確かにそのとおりだと思います。こういった中で、大庭

地域の地区民の意向はどうかということが実際に問題になるわけでありますが、平成３

１年２月２０日、大庭認定こども園において耐震診断住民説明会が持たれ、保護者や区

長方々２４名が出席をされました。私もそこに出席したわけでありますが、発言者は７

人、その中で統合と言われた発言者は１人のみで、あとの６人の方は早い整備をとの発

言でした。これは確認できるでしょうか。地域の意思として、ぜひこれは単独で建てて

ほしいということでありますが、その点はどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員御指摘のとおり、そういう公式の記録を残しております。

おっしゃるとおりであります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 地域もやっぱり単独での、いわゆる整備を求めてるわけ

です、この点はやっぱり大事な問題だと思います。こども園の数が実際に少なくなれば、

若者に選ばれる町にはなりませんし、そして金勘定で子育てや教育を考えるべきではあ
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りません。認定こども園は託児所ではありません、保育と教育を行う大切な施設です。

将来立派になってこの町に帰ってくることを考え、よい施設を建てるべきであります。

この認定こども園について教育長のお考えをお聞きいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 認定こども園って本当に地域の宝の子供たちを、本当に地域

の全ての皆さんで子供たちを育てていくというか、そういった視点に立っていただいて

地域の子供たちを育てていくという、そういったこども園であるというふうに思ってお

ります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 保育所との違いはどうなってるでしょうか、幼稚園との

違い、それは分かりますか。私はここの中で託児所ではない、今は託児所っていうのは

ないわけでありますけども、保育と教育を行う施設だと。これで正しいでしょうか、ど

うですか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 保育と教育をしていくということは間違いありません。就労

をされてる方の支援といいますか、お子様を預かって保育をしっかりしていく、そして

やっぱり教育をしていくという両方の特色を持ったこども園ということになっておりま

す。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 町長にお尋ねしますが、岡本元町長は平成３０年には完

成すると公約をしてるわけであります。この点は確認されたでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 年限は覚えていませんが、当時私も議員の一員でありましたの

で、そういう年代を聞いております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） これにつきましては、いわゆる整備検討委員会、１期目

の第１回目の開催のときに、岡本町長自身が平成３０年にできれば建てたいということ

を言ってるわけであります。それを申し上げておきます。こういった過去の公約もある

わけでありますけども、これ以上延ばすべきではないと考えておるとこでございます。

次に、庁舎の東側の新築の提案は教育委員会の行為かと、この点についてお尋ねいた

します。今回の一般質問でも、その文言の中に２か所の候補地がありなどの表現が目に

つくわけであります。役場東側の候補地は、令和３年３月８日の民生教育常任委員会に

提出されました、資料として。この候補地は、教育委員会を開き決定して、町長を通じ

て委員会に提出されたものでしょうか。この点お答えをいただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 令和元年９月、浜坂認定こども園整備検討委員会から報告書で
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提出いただいた候補地である現在地周辺について、令和元年１２月議会において関連の

補正予算が減額修正されるなど議会同意が得られず今日に至ってます。この状況を受け、

令和２年１月、同委員会を開催し協議をしていただいたところ、報告書を町長に提出し

た段階で候補地選定についての委員会としての役割は終えている。今後は行政のほうで

議会と調整を図っていただき、早期に候補地を決定していただくよう努めていただきた

いということで整理されてきました。こういう状況を受け、担当課である所管課である

こども教育課を中心に３エリア、２２の候補地から絞り込み作業を行い、令和３年２月

に関係する７課の課長との協議を行い、その結果について報告を受け令和３年３月の民

生教育常任委員会で報告いたしました２候補に絞り込んだというそういう経緯でありま

す。庁舎東側を含む２候補地は、行政として提案をさせていただいたものであります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 役場東側の候補地について、過去のずっと整備検討委員

会から引き継いでこれは提案をされたということでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 検討委員会から、報告書提出の後は行政のほうで議会と調整を

図っていただいて予定地を決定していただきたい、こういうことでありましたので、改

めて庁舎内で新たに庁舎東側を選んで提案した、こういう状況であります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 少し違うんじゃないでしょうか。私自身が聞いてるのは、

何人かの課長、いわゆるその当時のこども教育課長を中心にして集まって、そこで練っ

た案がこの東側だと、それを実際に委員会に提案をしたと。こういう過程を聞いてるの

ですけども、それは全く違うということですか。大切な問題ですので、いまだにまだ東

側はどうとかこうとかという話が出るわけで、現実に手続上きちっとした形で出された

のかどうなのか、その点をお尋ねをしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本的には、こども教育課長を中心に庁舎内の意見をまとめた

結果が、新たに庁舎東側であったということであります。こども教育課の取りまとめの

結果であると言えます。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 本来ならば、教育委員会をきちっと開いて、その上で決

定して町長に進言をして、町長から提案をなさるのが普通じゃないんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本来は教育委員会の決定事項として、もう一歩、教育委員会の

確認を得た上で提出するべき案件であったと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ぜひとも分限をわきまえて、職員の皆さんきちっとそこ
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ら辺のところをしっかり確認した上で、手続上もしっかりしてこういったものは出して

ほしいなと思います。大きなやっぱり問題があると私は思っております。しかしながら、

現実にそういったものが独り歩きするわけですから、ぜひ今後気をつけていただきたい、

このことを申し上げたいと思います。

次に、どんな園舎を考えているか。日本一というようなお話もございましたけども、

私は最低でも床暖房、これは明星保育園がやっております。大変すばらしい、子供たち

にとっては環境だと思います。エアコンなどでは、結局ほこりがたって喉にも悪いわけ

で、子供たちにも悪いと思います。床暖房とゼロ歳児保育、病児保育は最低取り入れて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 具体的、この建設の整備の在り方については、今後新たに検討

委員会を立ち上げて中身の整備の論議をしていただく予定になっております。そういう

方向の中で、今、議員の御指摘があった床暖房、それからゼロ歳児保育も含めて、特に

ゼロ歳児保育はこれまでの課題でありますので、そういったところも踏まえた上で論議

を、喜んで利用していただける整備計画を立てていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 今、町長のほうから整備検討委員会をっていう話が出た

んですけど、これは浜坂認定こども園の整備検討委員会っていうのは１期目と２期目と

あるわけでありますが、私は１期、２期の方たちの仕事はまだ終わってないと。要は、

そこの中で他の施設を視察をなさったりとか、それから、中の委員の構成でありますが、

園で実際に働いてる先生も入っとるわけで、こういった形で再編をするなりしてでもや

はりどういう施設にしていくのか、これを検討をしていただきたいと思うんですけども。

要は、整備検討委員会を再編して、そういう方たちで一度案を練っていただいて提案を

していただくと、これが一番いいのではないかなと思うんです。ぜひその点を取り入れ

ていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 第２期の検討委員会の任期というのがもう終わっておるようで

あります。改めて、同じメンバーになる方も一部あるかも分かりませんが、新しくメン

バーを立ち上げる中で、今後の建築に当たってのいろいろな整備の在り方について御議

論をいただきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、検討委員会のことにつきましては、今、町長が言ってい

ただいたとおりで、やっぱりどんな設備にしていくのかっていう、本当にどんな園が子

供たちにとっていいのかっていうことを検討をするということは、検討委員会を解散と

いうか、最終の会議のときにはそういったことも確認をさせていただいておりますので、

そういった議論になれば参加いただいて、検討委員会でさらに子供たちのためにどんな
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園がいいのかということを検討していきたいと思います。

それから、先ほど教育委員会の報告ということがございましたんですが、教育委員会

の中ではそういった検討していることについては報告はさせてはいただいております。

その都度こういう方向でいきたいというようなことは報告はさせていただいてきており

ます。ただ、教育委員会の中で決定というかそういうことではなく、報告はさせていた

だいたということだけちょっと発言をさせていただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ぜひ過去の検討委員会の、やっぱり中で培ったいろいろ

な提案を生かすようにしていただきたいと思います。

次に、大庭認定こども園の今後についてお尋ねいたします。浜坂認定こども園よりも

古いわけで、その整備についても急ぐべきであります。その考え方についてはどのよう

にお思いでしょうか、その点お尋ねいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今回、浜坂認定こども園の整備に一定の整理ができた段階で、

次に大庭認定こども園の対応については進めさせていただきたいと考えております。保

護者それから地域の意見、周辺環境も踏まえ、園の在り方を含め、今後検討を予定させ

ていただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ちょっとお尋ねしたい点は、浜坂認定こども園の整備は

新年度予算で、一つは進み出したら議会が認めなあかんのですけども、予算が。実際に

建築されるのが、改築されるのがいつぐらいになるのか、その点はいかがですか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 建築予定については、担当課長より報告をさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 現段階でいつっていうことは明確にはお答えできま

せんけども、希望的観測といたしまして、今の町長の任期内に何とか完成ができればな

というふうな思いでおります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） そうしますと、大庭認定こども園ていうのはその後にな

るということですか。私ちょっと遅いように思うんですけども、やっぱり待っておられ

ますし、できるんだったら、予算的な問題もあるでしょうけども、いわゆる少し遅れて

でも同時並行で進めるなりそういうことを考えていただきたいと思うんですけど。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 浜坂認定こども園が完成してからでは遅いと思います。方向性

が打ち出せれる段階で、早急に大庭認定こども園についても方向性を打ち出したいと考

えております。
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○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ぜひそのようにしていただきたいと思います。

それで、私は今回の議会の中で、特に議員の中からハザードマップの問題について、

常に５メーターから１０メーターの深さに水がつかってしまうというような、このこど

も園の問題では出てくるわけであります。これについて、兵庫県は一体どんなこのハザ

ードマップの位置づけをしているのか、少しその点を尋ねてみたいと思います。私は、

洪水浸水想定区域図に関するＱ＆Ａ、これは兵庫県が出したものでありますが、その中

にＱの１２、こういう文言がございます。今回の浸水区域等により、土地利用上の規制

や建築の制限などがあるのですかとクエスチョンをしてるわけであります。これに対す

る答えは、今回公表した洪水浸水想定区域図や家屋倒壊等氾濫想定区域図等は、洪水時

の円滑かつ迅速な避難を確保すること等を目的に、想定し得る最大規模の昨昨による浸

水区域や浸水深のほか、家屋にとどまることの要否の判断等に資するよう、浸水継続時

間や家屋の倒壊・流出をもたらすような氾濫流が発生するおそれがある区域等の情報を

提供するものであり、新たな規制や制限が伴うものではありませんと、このように答え

てるわけです。いわゆる洪水地域には物が建てられないわけでない、建てても問題はな

いとこう言ってるわけでありますが、その点はどうでしょうか。新たな規制や制限が伴

うものではありませんと。このような位置づけですけど、どうでしょう。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君に申し上げます。通告外のことですので、

西村町長、答弁できますか。通告外ということを申し上げておきます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私も土木の所長に千一の予想図、そういったものの位置づけを

確認しました。あくまでも避難のための予想図であると、想定であるということで避難

するルート、避難する場所、そういったものの資料であると、もうはっきり言われまし

て、そこに建ててはならないということではありませんということははっきりお聞きを

いたしております。そういった意味で、いかにふだんからの避難の訓練であるとか、避

難体制、非常時に備えておくかというそういう資料だということであります。そういう

資料を生かすという視点で、やはり認定こども園の場所決定をしていきたいと考えてお

ります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 次に、通学支援バスについてお尋ねいたします。少子化

及び通学路の安全確保などの観点から、通学助成に関する条例を見直しする必要がある

と考えてるとこであります。飯野や塩山の小学生が尾田の坂を歩いて通う姿を見ること

があります。その列の最後尾には、見守りとして保護者であったりおじいちゃんおばあ

ちゃんが必ずついています。飯野の小学生は、最も遠いところでは⒊１キロの家から通

っています。通う道には歩道もなく、どこから車が飛び出てくるか分からない坂が続い

ています。２年ほど前には、男の子が頭を打って血だらけになる事故もございました。
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今年から、冬季だけ自己負担で通学バスに乗ることができるわけであります。１０年前

と違って照来小学校は、平成１９年の在校生は１２５人、これが令和３年には５４人と

激減してます。切畑においては、生徒数１人。多子においては、１年生が５人、２年生

が１人となり、１人の２年生が５人の１年生を引率して下校をしてるのが実態でありま

す。毎日交代で見守ってる保護者やおじいちゃんおばあちゃんから、尾田の坂はきつい

と、歩道もなく危ない、生徒の数も減り安全ではないと、何とか年間を通じてバス通学

ができないかとの要望が出ているわけであります。ＰＴＡからもこの要望が出ているこ

とは承知をしておられるでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育長からお答えをいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 通学のことに関しまして、今、議員がおっしゃいましたよう

に、いろんなところから要望等をいただいているところであります。通学助成について

は、通学距離が片道３キロ以上の地域、それから通学途中の地理とか気象とか道路状況

とか社会的条件を考慮して対象地域を定めてきております。でも、近年、本当に言われ

ましたように少子化で登下校の児童数が本当に少なくなって、低学年の子供が１人にな

ってるところだとか、そういったことで防犯上の問題も非常に対策を考えていかなけれ

ばならないというようなことにあります。今年度も飯野からも、それからいろんなほか

にも地域からも要望書をいただいておりますので、検討を重ねなければならないという

ふうに思っています。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 今、私が先にしゃべったのは、これは照来小学校の校区

の問題なわけでありますが、しかしながら、恐らく全町であると思うんです。教育委員

会としてぜひ検討をしていただきたい。これも本当に子育て支援の一番大事な政策だと

私は思っています。ぜひその点を求めておきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今現在も、冬季とかには本当に登下校が厳しいところについ

てはいろいろと協議をしながら、通学助成をしたりとかいろんな形でしているところで

はあります。ただ、通学費の公費負担と、それからそこにつきましては、学校間やら地

域間との公平性を保つということも非常に大事になってくると思っておりますので、今

後についてやっぱり各学校、それから地区との協議をやはり重ねながら通学がより安全

に、子供たちの安全を確保できるような形で進めていきたいなと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） よろしくお願いします。

次に行きます。行政情報の共有化を急ぐべきだということで、質問をさせていただき

ます。２町合併以来、行政情報の共有化が急がれるわけであります。町長も２町の間に
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は壁があるというようなお話もありました。合併から１６年経過してます。温泉地区で

行われてるケーブルテレビ基本に共有化を図るべきだと思いますが、いかがお考えでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 旧浜坂地区、それから旧温泉地区、今のケーブルテレビがある

ないということで情報の共有化が進展してない、それによって情報の多い少ない、そう

いう状況があります。ケーブルテレビによってこういった議会情報も旧温泉町のケーブ

ルテレビを通してつぶさに見れる、一方で浜坂地域はこういう状況が全く見れない。そ

ういった意味で、情報提供の在り方について大きな問題があると考えております。一方

で、こういった２町合併の大きな課題の一つであるというそういう位置づけであります。

できるだけ情報の一元化は速やかに行われなければならないというのが実態であります

が、このケーブルテレビの在り方については極めて困難な条件もあるようであります。

現在、旧温泉町ではケーブルテレビが老朽化しているというふうなことで見直しの論議

が進んでいるわけでありますが、一方で浜坂地域においてはケイ・オプティコムってい

いますか、民間の光ケーブルの配線がほぼほぼ完了してまして、そういった情報の基盤

の面で大きな違いがある、そういったところが共通のインフラができていないという非

常に難しい面があるということで、現在ケーブルテレビの検討委員会で論議をしていた

だいてるというのが現状であります。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 温泉地区におけるケーブルテレビは、平成１７年に放送

を開始いたしまして、その理由は防災行政無線の更新が必要なこと、それからテレビ放

送などがデジタル化されると、それに対応するためであります。温泉地区ではケーブル

テレビを通じて行政情報が使用されています。１１チャンネルを押せば議会の一般質問、

こども園や小・中学校の運動会、学習発表会、１１月３日に行われた文化祭がタウント

ピックス、自主制作番組で視聴できるわけであります。この内容は、やはりボタン一つ

で見れるということが高齢化社会における最も優れた情報手段だと思うわけであります。

宮本議長の就任の挨拶でも、ケーブルテレビで一般質問だけでなく委員会の様子も配信

すると述べられています。ぜひケーブルテレビを浜坂地域にも延伸して情報の共有化を

図ってはどうでしょうか。先ほどの町長の発言もありますが、そこら辺のところを本当

に急ぐべきだと思います。どうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の御指摘のとおり、情報の一元化によってまちづくりその

ものの統一感が出てきますし、住民同士の情報交換の中でいろんな事業の推進が図りや

すいという具合に考えております。そういった意味では、何とか同じ基盤の上でやって

いきたいというそういう思いでありますが、課題があるというのも事実であります。そ

ういった課題を現在論議をしていただいてるということであります。
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○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ぜひ所管の委員会にもそういった内容についても１つは

出していただいて、大いにそういった障害を取り除くべくやっぱり努力をすべきだと思

います。それを当局に要求しときます。

次に、鳥獣処理施設の運営についてお尋ねいたします。新温泉町においては、関係者

の努力でイノシシや鹿の捕獲頭数が年々増えています。平成２９年には、イノシシが２

９９頭、鹿が２３２頭。これが令和元年には、イノシシが７４６頭、そして鹿が７５０

頭、このように増えてるわけであります。そういう中で、令和２年度のイノシシと鹿の

捕獲頭数は合わせて ５８７頭捕獲をしています。しかし、令和元年の１０月に完成し

た鳥獣処理施設に搬入された頭数は６３２頭で、約４０％が搬入されたにすぎません。

私は本当に少ないと思うわけでございます。この原因についてどのようにお考えでしょ

うか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず、先ほどの質問の中でインターネット、議会の一般質問は

浜坂地域では見れないと言ったんですけど、インターネットで視聴が可能であります。

ちょっと訂正をいたします。

この鳥獣、イノシシ、鹿の処理の問題であります。鹿は年々増えておりまして、鹿の

頭数は１年前に比べ５割アップということ。一方で、イノシシがほぼ半減に近いような

そういう状況ではあります。鹿の被害は至るところに今出ているということで、上山の

草原も３分の１しか残っていないというそういう状況で、大変鹿の被害が出ているとい

うことであります。鹿の施設の利用についても、もっともっと高めることが大事だとい

う具合に考えておりますが、現状、例えば土・日に捕った分、土曜日については昨年の

１１月から地域の協力で搬入可能になったんですけど、日曜日、それから祭日が持込み

ができないと、そういう状況があります。そこにつきましては、今後地域、それから解

体する委託している事業者の方、それから集落とも相談しながら検討をしていきたい。

捕獲頭数、処理頭数をやはりこれまで以上に稼働率を上げてやっていきたいという具合

に考えております。そういう方向でできるだけ現状をさらに利用を高めていきたいと考

えております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ぜひ通年を通じて搬入できるようにしていただきたいと

思います。監視カメラもついておりますし、それから、この８月にもプレハブ式の大型

冷蔵庫が搬入されてるわけで、これだったらもう、私も実際見に行きましたけども、相

当入るなというあれでした。それから、実際にｃａｍｂｉｏですか、ペットフードを作

っている会社ですけれども、そこも同じように、夜だろうと昼だろうといつだろうと自

由に持ち込めるということになっております。ぜひそういう方向で、やっぱり捕る側の

皆さんからそういう要望が出てますから、その点はうれしい限りで、ぜひやってほしい
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なと思います。

それから、もう一つは、捕獲促進のためにガソリン代の補助を求めます。兵庫県が行

っている鹿の丸ごと活用大作戦の適用を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。豊

岡農林に行きまして話したところ、１頭 ０００円と、処理施設に入れる場合。その町

の負担はそのうちの１００円ということであります。これならば、本当に、それこそ皆

さんが喜んでやっぱり搬入をされるのではないかと、このように思うんですけど、いか

がでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 処理施設に持込みをしていただくと ０００円をお支処いして

いただけるような、そういう仕組みを構築をいたしております。ガソリン代の補助につ

きましては、その範囲内でできたらやっていただければと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ガソリン代っていっても、これは町独自の政策でしょう

か。それとも県のほうのあれですか。私が調べたとこでは、それこそ令和３年の、今年

の１１月１５日から令和４年３月１５日までの限定した期間だと聞いておるんですけど。

そうではなくて、兵庫県がやっている、いわゆる丸ごと作戦っていうのは、これはもう

通年通じてですか。どちらでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 詳しい内容について、農林水産課長から答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 先ほど御質問いただきました処理施設に搬入した場合

の ０００円の助成金につきましては、本年度より１１月１５日から３月１５日の間に

０００円ということで新たに創設しております。御質問にありました鹿の丸ごと１頭

活用大作戦の事業につきましては、昨年度、実は私どものほうから農林のほうに照会を

かけた段階では対象にならないということがございましたが、本年度改めて確認いたし

ましたところ、通年を通して対象になると、有害期間においても狩猟期間においても対

象になるというようなことをお伺いしておりますので、この事業の活用に向けてまた協

議してまいりたいというふうに考えております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） ぜひ促進をお願いしたいと思います。やはり今、各家庭

からも、学校からもなんですけども、いわゆる鹿がたくさん出て、子供たちのそれこそ

作ったものやら花やらそういうものを全部食べてまうと、ふんだけ残して帰ってまうっ

て、こういうような話が出てくるわけですね。これを何とかして、本当に今捕獲をして

いく、そのことが必要だと思うんです。私は、１年間を通じて有害鳥獣期間とすること

を提案したいと思います。そうすれば、それなりに報酬は処われるわけですから、ぜひ

そうしていただきたいと思います。そうしなければ、いわゆる鹿やらイノシシでも実際
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に１１月１５日から３月１５日までの狩猟期間には、鹿は県から ０００円出る、しか

しながら、イノシシについてはありませんと。それから、４月１日から１１月１４日ま

では有害鳥獣期間であるために、鹿やイノシシは成獣で１万 ０００円が出るわけです。

やはりこういう違いをなくさなあかんと思います。何が何でも本当に捕獲を進めていく

と、そういう形でやっぱり当局が取り組んでほしいと思います。制度をつくるのは当局

ですけども、本当に実際にそれで頑張るのは狩猟免許を持った人たちだとか、有害鳥獣

班だとかそういう方たちですから。例えば、言葉は適切かどうか分かりませんけども、

サラリーマンの人でもそれができるという形にするべきではないかと思います。そうし

なかったら、絶対になかなかこの問題はできないと思います。

それでは、次に参ります。燃料高騰による漁業への影響についてお尋ねをいたします。

１１月１１日付の地元紙で、ガソリン高過ぎる、こういう記事が出まして、スタンド不

安いよいよ深刻という内容でございました。航海に使う燃料や網、それから魚箱、これ

は発泡スチロール製でありますが、値段が上がっているということであります。こうい

った機会に新温泉町における漁業の位置づけを考えてみました。３３億円の売上げ、経

済への波及効果、これは３倍として約１００億円であります。それが町の経済や、そし

て税金にもやっぱり返ってくるわけであります。他の産業に比べて支援が私は少ないと

感じているところであります。この間に浜坂漁協に行き、要望をお聞きいたしました。

今の燃油高は松葉ガニが高いことで吸収できると、しかし、これからホタルイカ、ハタ

ハタになれば発泡スチロール製の魚箱が多く要ると、ぜひ支援を求めたいとの要請があ

りました。それに応えてはどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この燃油の高騰につきましては、国レベルでも対応策を考えて

おるようであります。町といたしましても、特にこの漁業の産業の影響が多大という具

合に考えておりますので、今後、ちょっと原油が値下がりぎみになりつつあるような流

れもあるようですけど、改めて現状を確認する中で対応策を検討してまいりたいと思っ

ております。

○議長（宮本 泰男君） １４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 過去に、平成２６年２月２６日付で浜坂漁協から町に対

しての要望書が出ておりまして、ホタルイカ流通発泡スチロール箱、１個当たり２５円

の支援を求めているわけであります。２０１９年４月１日から２０２０年３月、石油製

品の値上げでこの漁協の関係で使っている金額が ７６０万円と、大変な金額が使われ

ておられます。これについては、決して船を持ってる方の責任ではない、やはり社会的

な要因でこの発泡スチロールが上昇しているわけですから、ぜひその点はお考えをいた

だきたいと。もっと頑張ってもうけてほしいという激励を込めて、やはり支援をすべき

だと考えます。新年度予算の中で、ぜひこの点を反映をしていただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 議員おっしゃるとおり、漁業は基幹産業の一つであります。そ

ういった意味で改めて、先ほども申し上げました現状を確認の上、支援策はできないか

検討してまいります。

○議員（14番 中井 次郎君） 以上で終わります。

○議長（宮本 泰男君） これをもって中井次郎君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。３時５分まで休憩いたします。

午後２時４８分休憩

午後３時０５分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、２番、西村龍平君の質問を許可いたします。

○議員（２番 西村 龍平君） ２番、西村龍平でございます。今回、一般質問のこの時

間をいただきまして、初めて議会のほうで発言させていただきます。冒頭ではございま

すので、私の考え方、議会への臨み方をちょっと二、三分程度、お耳をお貸しいただけ

ればというふうに思います。

私は、３２年と６か月、旅行会社のほうにおりまして、国内、海外で勤めてまいりま

した。その知見とか経験、これを全て新温泉町の活性化のほうにつぎ込んでいきたいと

いうふうに考えております。外から見た新温泉町の姿、あと企業で経験した様々な失敗

談とか成功談、そういったものを生かしながら、意見とアイデアを具体的に示しまして、

新温泉町の新たな世界を切り開いていきたいというふうに思っております。

議員必携の中でも、議員もしくは議会の役割として２つを語られております。１つは、

執行機関の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施を監視する。２つ目に、政策形成

過程に参画し、最終的な政策の意思決定の役割を担うというこの２つが言われておりま

す。私はこの後段の部分を力点を置きながら、新しい提言、新しい方向性を模索してい

きたいというふうに、提案をしていきたいというふうに思っております。特に、観光に

関しましては私の得意分野ということで自負しておりますので、高齢化とか過疎化によ

る人口減少、それによって町の経済力、購買力が低下しているというところについては、

町の中のお金、いわゆる内需ではなくて、外貨の獲得が必須となってまいります。これ

はもうこれから将来を通じて、外貨の獲得というのが一番の必須となってくると思いま

す。観光業というのは様々な外貨獲得の可能性の筆頭候補であるというふうに自負して

おりますので、このところについては、できるだけ外のお金を取ってくる、外から新温

泉町内で消費いただくというところを基盤に話をして、考えをしていきたいと思ってい

ます。１０年後、２０年後の新温泉町に合う観光業、そういったところの政策形成を牽

引していきたいというふうに思っております。

新温泉町の観光については、必然性があります。この必然性は何かというと、競争力
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が秀でているというふうに私は考えておりまして、これについてはサステーナブルな持

続性があるというふうに考えております。観光業が繁栄すると、一次産業、二次産業、

三次産業、そういったところへの波及効果が非常にあります。要するに定泉の定という

ところですので、そこから全ての産業に波及効果が現れるという形で考えております。

町全体に夢と活気が戻るということで、訪日外国人ですとかスポーツツーリズム、障が

い者、高齢者向けの新ビジネスということで、目指すべき将来ビジョンとより具体的な

アクションプランを導き出していきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、一般質問に入らせていただきます。まず１点目に掲げさせていただいてい

るのが、短期的視野における観光業への支援と育成についてというところになります。

まずちょっとお聞きしたいのが、コロナ前、２０１９年の状況に戻るという予測を、今

現状どういうふうに考えてらっしゃいますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ちょっと言葉が読み取れなかったんですけど、もう一度、すみ

ません。

○議長（宮本 泰男君） 質問してください。

○議員（２番 西村 龍平君） コロナ前の２０１９年の、要するに観光業がそういった

状況に戻る予測、これはまず今の現状でどう思ってらっしゃるかということをお伺いし

たいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このコロナによって経済が元に戻るかという御質問だと思うん

ですけど、当町の持っている町の魅力をどう発揮できるかというのは、２０１９年に戻

れる、戻れないの大きな鍵を握っておると思います。当町にはいろんな観光資定がたく

さんあります。温泉を軸に、食べ物、自然環境、海も山もすばらしい状況があります。

そういったものをもう一度原点に立ち返って生かしていくという、そういう視点で取り

組んでいけば、２０１９年以上になる可能性は十分あるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 分かりました。

続いて、今、新温泉町の割引ですとか県民割ですとか、そういった補助制度がありま

すけども、ＧｏＴｏトラベルの部分を含めた、県民割も含めた、今後の概要を確認した

いんですけども、今後のスケジュールをお教えいただけますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、町が民宿、旅館の宿泊をされた方に ０００円の割引と

いいますか、助成を行っております。県も同じような仕組みでやっているという現状が

あります。それから、一般の町民向けにはプレミアム商品気、１万円で１万 ０００円

分の買物ができるという、それを年内に実施いたしております。観光につきましては、
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カニシーズンが始まったというふうなこともありまして、いろんな ０００円の助成制

度も相乗効果を生んで、現状では民宿、旅館、大変忙しい、そういう状況を聞いており

ます。

問題は、この後どうなるかということで、来年度、国はＧｏＴｏキャンペーンを再開

したいという、これはコロナ次第だということも聞いております。そういうコロナの状

況を見ながら、今後の施策を手を打っていきたいと、そのように考えております。町の

持っている魅力を最大限出すことによって、何とかカニが終わった後も引き続き来町、

観光客を中心に来ていただきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 今年度の来年３月までについての県民割等、新温泉町の

助成ということなんですけど、先ほども森田議員のほうからも質問ありましたけども、

新温泉町の割引については追加をしてほしいという要望が上がっているということで先

ほどお伺いしたんですけども、追加をするというような方向性では検討されているんで

しょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 要望は一部の民宿でお聞きをいたしております。午前中も言っ

たんですけど、３４のうち１９の事業所がもう既に使い切ったということを聞いており

ますので、その辺の在り方、改めて今後の景気ダウンになるようなことが生じないよう

に検討したいと、決定はいたしておりませんけど、検討したいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 検討したいということでございますと、可能性があると

いうことで受け取ってよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 国から１さ ０００億円の交付金が予定されているようであり

ますけど、そういった配付の状況を見ながら考えていきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） この交付金が入って追加で打たれるということになると

いう時期は、来年の３月までということですよね。

○議長（宮本 泰男君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） どのように国のほうから配分されるのか、時期もまだ決ま

っておりませんが、国のほうは１６か月予算というようなことを言っておりますので、

今年度から来年度にかけての配分というような認識をいたしております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） それでは、来年度になるかもしれないという長期スパン

での補助金があった場合の補助ということが継続される可能性も、今後の検討というこ

とで認識いたしました。
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先ほど、森田議員のときに話があった、町長のほうから回答があった、２つ、今、県

民割とほっと新温泉、２つあるんですけども、これは両方使うことができます。これは

お客様から指摘があった場合に、旅館が決めてても、２つなぜ申請できないんですかっ

て言われたときには両方割引して１万円を引いてるというケースがありますので、そこ

だけお伝えはしておきます。

その部分を踏まえてなんですけども、今後、 ０００円の割引というのは非常に旅館、

民宿にとってありがたい割引ですので、できるだけ重ならないようにお願いしたいとい

うところが出てまいります。ですので、そういったところのスケジュールを見ながら、

そういった、次に打ち出すとき、また決定いただければと思いますので、よろしいでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう事業、キャンペーンが重ならないようにという、そう

いう御意見もありますし、一方で重なったほうがいいという意見もありますので、そこ

は今後改めて事業者の方々の御意見を聞きながらやっていきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） よろしくお願いします。

来年にゴールデンウイークから夏の繁忙期前までということで、県主導の県民割とい

うのがあるやに聞いておりますけども、その辺りの情報はお持ちでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今のところ聞いていません。商工観光課のほうで情報があるか

も分かりませんけど、もし課長のほうで情報がありましたらお答えをいただきます。

○議長（宮本 泰男君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） ゴールデンウイークから夏にかけての県民割というの

は、ちょっとまだ私のほうでも情報はつかんでおりません。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 観光庁の定めた資料が多分ホームページに載ってると思

いますので、私は手元に持ってるんですけども、そういったスケジュールもちょっと確

認いただいて、できればそこと重ならないで、新温泉町独自にやる場合は、できれば夏

の終わり、８月末から秋のカニまでにかけてということで設定いただければ、ずっと延

べで繁忙期も挟んで補助が続いていく形になると思いますので、これ宿泊の補助なんで

すけども、県民割でも ０００円の１人当たり金気がつきます。この辺りも町内に聞き

ますとやはりお菓子屋とかお土産物屋でかなり使われてますので、経済効果が高いと思

いますので、このたび重ならないようにということでぜひ設定をいただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、ほっと新温泉の宿泊助成の効果検証、この辺りは先ほど話がありましたので省

きますけども、ＧｏＴｏキャンペーン、これが来年のもしかしたら２月、３月から、コ
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ロナの状況によってなんですけども、始まることが予想されてます。そのときなんです

けども、やはりまだ日本からの国境が開きませんので、海外旅行に行かれたいお客様も

国内をかなり積極的に旅行される時期がコロナ後に目前に控えております。２０１９年

の日本人が海外旅行に行った人数というのが ０００万人と言われてます。この人たち

が、海外行けないからということで国内に旅行されるという絶好の時期になります。こ

れは去年のＧｏＴｏキャンペーンにも出てきてると思うんですけども、その時期に合わ

せて、できれば宿泊以外の昼食とか夕食等のプランの育成に使ったらいいというふうに

考えておりまして、その辺りのＧｏＴｏキャンペーンを利用した宿泊業以外の観光業の

育成ということに関してどう考えていらっしゃいますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 観光される方にとって観光の目的の一つにはやはり飲食がある

という具合に考えております。この誘客の大きな目玉としてやはり飲食の楽しさ、それ

が大きなポイントになるとは考えておるんですけど、現状町内ではジビエなど、我が町

独自のオリジナルの運営している食堂も出てきています。もちろんステーキなどレスト

ラン楓などもあるわけですけど、なかなか増えていない現状。一方で、湯村温泉ではそ

ば屋ができたり、新しく民間のカフェ、それから地域おこし協力隊のカフェもできて、

少しずつ変わりつつあるというふうな状況があります。

また、遊覧船の体験、そういったもの、現在は運航休止をいたしておりますが、この

体験コース、そういうことも大きな魅力の一つだという具合に考えております。昨年、

シワガラの滝、それから、霧滝の駐車場整備と滝につながる道の整備を約１億円超かけ

て整備をいたしております。そういった滝巡りの魅力、それから海ではシーカヤックの

体験、そういったものを徐々に充実を図っているというのが現状であります。そういっ

たところを、さらに今後新たな体験メニューなどを検討していきたいという具合に考え

ております。以上であります。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） ありがとうございます。方向性は分かりました。体験型

のメニューについては着地型観光商品ということで呼んでるんですけども、着地型の観

光商品がやはりまだちまたに出回ってないという現状がありますので、こういったとこ

ろの商品開発が、イコール地域の魅力発信につながります。ですので、こういった海の

アクティビティーとか、雪を使ったものとか、３温泉巡りとか、三尾でもおもてなし交

流というのも始めておられますので、そういったところの地域の皆さんと一緒になって

ぜひ主導いただければというふうに思います。

また、昼食についても、昼食を予約することによって、お昼までこちらのほうに滞在

いただけるという可能性が増えてきますので、ぜひＧｏＴｏトラベルの再開のときに各

宿舎のほうにもお願いをして、昼食プランとか夕食プラン、また夕食プランというのは

何かというと、最近やはり個人客が増えているので、大型旅館に関しても１泊朝食付と
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かルームチャージという方が増えてきています。夕食ももうこれ以上の適用できないと

いうところになってきてますので、夕食の整備も必要になってまいります。そういった

ところも含めてぜひお願いできるかというふうに思っております。

以上で、１点目の短期視野に求める観光業への支援と育成についてということで質問

を終わらせていただきます。

２番目、中長期視野における観光業のビジョン、具体的アクションプランというとこ

ろに移らさせていただいております。まず、観光業に対する町長の今思ってらっしゃる

プライオリティーについては、御自身のいろんな時間の中でどのくらいを割いて重点を

置かれていきたいというふうに思ってらっしゃるでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 最重点課題は温泉活用ということで１期から来ております。ま

だまだその域に達していないというのが現状であります。温泉を活用した健康と観光に

ついてはう来どおりで推進を図っておりますが、コロナの影響でなかなか観光も大変厳

しい状況にあると思います。

一方で、魅力ある温泉がありますので、その活用方法を改めて推進を図っていきたい。

このおんせん天国室の前におんせん天国係というのをつくったときに、庁舎内の職員か

らも１００以上のアイデアをいただいております。そういったアイデアを２期目に至っ

て、改めて精査をして取り組めるところから１個１個取り組んでいきたいと考えており

ます。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 町長の公約のところでも温泉掛ける観光、これはもうま

さに直結なんですけども、こちらの観光ビジョン、中長期の何か目標数値とか持ってら

っしゃるものがあれば共有いただきたいんですけども、よろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 町長になった平成３１年の時点で目標、来町、町を訪れる方、

当時で１００万ちょっとだったんですけど、５割アップ、１５０万という目標を提示を

させていただいております。今回コロナの影響で、目的達成どころかもう１００万を割

っているというのが現状であります。そういった具体的な目標を掲げて観光推進、それ

から来町者の増加に努めていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） ありがとうございます。

続いて、森田議員からもありましたワーケーションについての方向性とか将来性、あ

と定別化プランのことでお伺いしたいと思っております。

まず、ワーケーションについての方向性とか将来性、定別化プランという新温泉町型

ワーケーションというのは具体的に何か構想はお持ちでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） ワーケーションにつきましては、まずこの春、湯村の民間の２

階をお借りいたしまして荒湯天国カフェの取組をさせていただいております。それから、

先日といいますか、中は改装しておるんですけど、ログハウスカナダ、これにおきまし

てもワーケーションの新たな基地として推進を図っているというのが現状であります。

午前中にも、浜坂エリアではちょっと進んでいないというお話があったんですけど、今

後ワーケーションの基地を推進、できる場所の取組を浜坂エリアでもやっていきたいと

考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） ワーケーションについては、私は２つ今後分かれてくる

と思ってます。１つは個人型のワーケーション、２つは団体型のワーケーションという

ことになります。

１つ目の個人型については、いわゆるハワイ型というか、私たちハワイでよく外国人

の方がパソコン打って家族と一緒に来てるというようなイメージ、要するに家族とか、

またはペットと共に全員が楽しめることが大事になってくると思います。今、ワーケー

ションのファムトリップ、要するに招待をして、ただで来てもらうというところではや

ってはいると思うんですけども、実際淡路のほうのホテルにお伺いしますと、これが実

証、要するに有償販売になったときに１人しか来なかったという事例もあります。です

ので、ワーケーションについては、事業費が補助される間はいいんですけども、実際に

有料販売になった場合に誰が来るのかというところも含めたターゲッティングが必要に

なってまいります。日本でも八丈島の事例ですとか、軽井沢のリゾートテレワーク協会

ですとか、そういった事案をぜひ商工観光課の皆さんも勉強いただいて、どういう方向

でいこうかということは、もうやってらっしゃると思うんですけども、ぜひ検証いただ

ければと思います。

あと、浜坂については、サンビーチの松林の活用が必須だと考えています。この辺り

のサンビーチをワーケーションで使っていくという考えについては、町長は何か感じる

ところはございますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 場所としてはいい場所だという具合に考えております。具体的

には、今朝のお話にもあったんですけど、今後の検討課題だという具合に考えておりま

す。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 今もアドベンチャーツーリズムという言葉が出てきてい

ます。要するにアウトドアで、キャンピングカーで今日本を回る方も非常に増えてます

し、そういったところでいうと駐車場を完備したサンビーチというのは非常にＰＲしや

すいエリアだと思いますので、湯村のほうではログハウス、あと牧場公園ですとかそう

いったところも、例えばプラス、ゴルフとか、プラス、スキーとか、あとは動物の触れ
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合いとか、そういったところは非常に腑に落ちる取組でもありますので、浜坂について

はぜひサンビーチの活用というのをＰＲさせていただきたいと思います。

あと、団体型については、今後社員旅行が変わってまいります。今まで慰安旅行で団

体で行くというスタイルが、今後そういった旅行がだんだんなくなって、少なくなって

いくというふうに思いますので、そういったところでいうと、平日にワーケーションも

含めた団体旅行を行って、団体のワークスペースで仕事をしながら慰安旅行というか、

旅行をするみたいな、これから団体型のスタイルも出てくると思いますので、ぜひこう

いった２タイプの旅行スタイル、ワーケーションのスタイル、これを新温泉町型という

ことでＰＲをいただければというふうに思います。ワーケーションの話を終わらせてい

ただきます。

続いて、地域の魅力発信の中で、先ほど着地型商品ということで申し上げたんですけ

ども、着地型商品、いわゆる旅前、旅中、旅後という言葉がありまして、旅中、要する

に旅行中にどう楽しむかというところについての戦略について、具体的なビジョンです

とかはお持ちでらっしゃいますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ちょっと質問をもう少し分かりやすい、いま一つちょっと読み

解きにくい状況ですので、駅ナカとか、そういう……（「旅中です」と呼ぶ者あり）体

験型ツアーの将来ビジョンはあるかということなんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） すみません、ちょっと聞き慣れない言葉だったかもしれ

ませんが、着地型商品というのは体験型のツアーと考えていただければいいです。新温

泉町来てもらって何か、体験だけじゃないんですけども、来ていただいて何かをすると

いう旅行商品について、これはこの地域に来て何ができるかというＰＲになるというふ

うに思ってますので、そこのところが非常に今新温泉町にはほぼないという状況です。

ここがないと宿泊の予約をする際にも、何がここでできるかっていう体験のこの両輪が

ないと予約が入らないというところが、これは世界的にもこの着地商品というのが非常

に注目を浴びてきているので、そういったところの今後の具体的な戦略、ビジョンとい

うところです。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう着地型商品を提供できる、ツアー客が、観光客がそう

いうものを目的にしてこの町にやってくる、増やしていくという、そういう御提案だと

思うんですけど、その体験型ツアー、先ほどもちょっと申したんですけど、例えばゴル

フ場もあるわけですね、先ほど言った牧場公園の博物館、体験ではないんですけど、そ

ういう畜産の現状が分かるコーナーもあるわけです。ただ、あるばっかりじゃなしにＰ

Ｒといいますか、そういう宣伝活動がうまくいってないという面が町の一番ちょっと弱

いところかなと、そう思っております。そういう意味では、見る・食べるから体験する
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という、そういう在り方が大きく変わろうとしているというのは御指摘のとおりだとい

う具合に考えております。そういう意味で、今後体験型ツアー、そういったものの目線、

施策を、充実を図るようにちょっと検討をしていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） ありがとうございます。今あり物を見せるというところ

も重要なんですけども、新しいものをつくろうという動きも自らやってらっしゃる団体

も新温泉町の中にはあります。あと、掘り起こせば、例えば初心者が手ぶらで来て、実

際にできる釣りツアーとか、あとは、先日松葉ガニの漁が出発いたしましたけど、その

出発式を見ていただくツアーとか、あと競りを見学するとかいうところって身近に結構

転がっておりますので、あと刺身教室とかですね、そういったところも、みんなどうや

って刺身にしたらいいか分からないっていう都会の人が多いので、そういったところの

部分をぜひ開拓をして、主導していくようなところが必要かなと思っております。私も

もし可能であれば入らせていただきますので、ぜひその辺りのちょっと表明だけいただ

ければと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 地域には観光協会であるとか、いろんな旅館組合もあります。

そういった方々との連携、それから、例えば三尾に行ったら海上タクシーで海の案内を

されている方もいますし、それから、諸寄へ行けば日本遺産のエリアもあるわけです。

たくさんの魅力ある町の状況を改めて見直していく中で体験型ツアーにつながる、結果

的には来町、観光客集客アップ、そういったとこにつながるように改めて掘り起こしを

したいなと考えます。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） この体験型ツアーというのは本当に必須だと思ってます

ので、ぜひ整備いただければと思っております。

次に、訪日外国人インバウンド誘客についてお伺いをさせていただきます。インバウ

ンド誘客については、今、国境が開かないのでどうのこうのというところはないんです

けども、インバウンド誘致の中長期な戦略というのは、複数年の時系列のスケジュール

でも結構ですので、２０２５年、それから２０３０年とか、２０２５年は特に大阪万博

が参ります。その外国人をどう引っ張っていくかということは、今から着々とプラット

フォームとか考えていかないと駄目なんですけど、その辺りの中長期計画をお教えくだ

さい。今、決まってるものがあればで結構です。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 観光における中長期計画、ちょっと頭の中に入ってないんです

けど、この後期の町の計画の中に多分入っていると思います。商工観光課長、もし答え

られたら、答弁できますか。

○議長（宮本 泰男君） 水田商工観光課長。
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○商工観光課長（水田 賢治君） 御質問の長期的な計画につきましては、具体的にはま

だ今のコロナの状況もありますので、定めてはおりません。ただ、今コロナで非常にイ

ンバウンドのお客様が少ないという状況ですが、合併からコロナの発生まではかなり台

湾を中心に外国人の方がたくさん来ていただいておりました。今後におきましては、ま

た外国の方が国内に入れるようになりましたら、引き続き集客に努めていきたいと思っ

ておりますし、今、麒麟のまちの連携の中で大阪万博に向けて、鳥取を中心、またそう

いった県内で連携をしながら、外国人のお客様を誘客をしておもてなしをしながらたく

さん来ていただくような取組をしようということが決まっておりますので、そちらに向

けて頑張っていきたいと思っております。以上です。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 国としてはＪＮＴＯという日本観光協会の組織が２０３

０年における訪日観光客の目標を ０００万人というふうに設定してます。直近のコロ

ナ前、２０１９年に訪日外国人の数が最高を迎えまして、 １８９万人ということで訪

日客が来ております。城崎、今非常に成功している隣町なんですけども、城崎の状況を

共有いたしますと、城崎については２０１２年の段階で訪日客が ７３２名でした。そ

れが２０１８年、６年後ですね、５万 ３３０人ということで急激に伸びております。

彼らの目標は、欧米人、ヨーロッパから来る外国人がポイントだったんですけども、実

は結果、東南アジアが急増しているという状況になってます。そういったところも踏ま

えて、非常に交流人口を増やす部分については一番結果が出やすいマーケットだと思い

ますので、少なくとも２０３０年に新温泉町がどこまでいくかというところについては、

ぜひ具体的な策をしていただけるように、これは新温泉町の経済にとっても非常に重要

なポイントになると思いますので、その辺りはぜひよろしくお願いいたします。それと、

既に城崎あたりは来年の春以昨、もう予約が入っております。インバウンドの予約がも

う来ておりますので、そういったところも前提として考えていただければと思います。

インバウンド誘客のプロモーション手法なんですけど、今までの手法からこういうふ

うに変えていこうという方向性というのは、今お持ちの情報があれば教えていただきた

いんですけども。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在の状況しか報告できません。ちょっと一般質問にそういう

項目を入れていただいたらよかったかなと思ったんですけど、複数年の時系列という、

提示されたいということですけど、そういうものは現在ないということでお願いいたし

ます。

現状、外国人の状況です。合併時、平成１７年は２９６人、それから平成３０年が

５９５人、そして令和元年度が ３２８人という中で、昨年、令和２年度は１０人であ

りました。そういう中で、今後といいますか、これまでから台湾、香港のエージェント

に対してセールス、商談活動を行ってきておるわけですけど、まだまだ成果が出ていな
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いというのが実態であります。こういうコロナ禍の現状の中、リモートを活用したセー

ルスコール、それから日本政府観光局が主催する海外現地バイヤーとのオンライン商談

会、それからまた観光ＰＲ映像の多言語化、そういったところのアフターコロナに向け

た誘客に取り組んでいるというのが現状であります。今後、コロナの動きを見ながら、

台湾、香港、それからシンガポールを中心に現地での営業、セールスの実施、商談会の

参加、こういったことをやっていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） よろしくお願いいたします。

あと、一つ御提案なんですけども、新温泉町に、プロモーションの簡単な手法の一つ

なんですけども、ＳＮＳっていうのが非常に重要だということなんですが、新温泉町在

住の外国人の方がいらっしゃいます。ベトナム、インドネシア、中国から、漁業とかい

ろんな形で来られている方がいらっしゃると思います。そういった方々というのは自国

に友達とか家族を持ってるんですけども、そういった方々を通じての情報発信というの

も非常に有効だと思ってますが、こちらに住んでいる外国人の皆様とのそういった交流

とかそういったところをやられたという、そういったケースは過去あったんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 個人的には多分あったとは思うんですけど、町としてのそうい

うつながりは今のところはない状況であります。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 本当に簡単にできる一つだと思いますので、ぜひそうい

ったところも一つとして考えていただければなと思います。

次年度のアクションプランというのがないということについては、やはり３年スパン、

あと１０年先ということで、中長期ビジョンというのは必要だとは思っています。Ａ３

の１本物でいいと思いますので、そういったところを３年ビジョン、あと１０年ビジョ

ンということで、ぜひ作っていただければというふうに思っていますので、計画がない

と実行はありません、そこには必ず数値が必要になります。そういったところも含めて、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次の項目に移らせていただきます。ふるさと納税についてのサービスメニューという

ところになります。まず前提で、昨年３億円余りのふるさと納税を集められたというこ

とで実績あるんですけど、今年度ちょっと低迷してると思うんですけども、今年度の速

報予想というのがもし分かれば教えていただきたいんですけども。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ふるさと納税の現状ですね。昨年度は３億 ０００万円いきま

した。現状では、ほぼ２割ぐらい少なくなっているというのが実態です。ただ、１０月、

１１月以昨は、昨年度、１年前より少し増えているという状況もあります。昨年は大口

のふるさと納税があった関係で、昨年度より当初は下がっておったんですけど、ここに
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来て少しでり返してきている、そういう状況であります。具体的な金額については担当

課長がお答えいたします。

○議長（宮本 泰男君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） １１月３０日の速報値ということで、月末ではありますけ

ども確定値ではございません。速報値ということでございます。令和３年度の実績とい

たしまして ０６７件、１億 ９５４万 ０００円というのが現在の速報値でございま  

す。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） ありがとうございます。多分１２月が去年も約半分ぐら

いの割合を占めてますので、多分今月が勝負かなというふうに思ってますので、ＰＲし

てもどうにもなる話でもないと思いますけども、ぜひいろんな工夫をしていただければ

と思います。

あと、返礼品のアイテムを見ているんですけども、商品は百数十アイテムあるという

ことは確認しております。写真がおいしそうに見えないというのがちょっとあるので、

ぜひ改善の来年度に向けた要望ということで聞いていただければと思うんですけども、

あと返礼品の中に交流人口拡大のアイテムというのが必要かなというふうに思ってます。

先ほど私、体験型商品ということで体験型のツアーとか、初心者の釣りとか、競り見学

とか、スポーツ型でいうとウオーキングとかトレッキングとかサイクリング、あと麒麟

獅子マラソンも来年できるかどうかって微妙なんですけども、その出走権をアイテムに

入れるとかいうような部分があると、必ずこちらのほうに来ていただけるということに

なります。そういったところのアイテムを今後増やしていこうかという今お考えはどう

でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 時々ふるさと納税をいただいた方に電話を聞いております。最

近では、墓の掃除をしてほしい、空き家の家の周囲の草を刈ってほしい、そういうのが

ちょこちょこ増えてきました。そういう意味で、先日シルバー人材センターの所長にお

話しすると、ぜひやらせてほしいという、そういうお話も聞いておりますので、そうい

う利用者の方々の希望に沿えるような、そういう品目を増やしていきたいと思っており

ます。観光という視点ではないかも分からんのですけど、そういう意味で利用する方々

の要望の一環として、そういうところも今後要望に応えていけるようなふるさと納税の

在り方も必要かなと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 今アイテムの中に、私、申し上げたんですけども、例え

ば宿泊気とか、町内の特定のところを指定するのではなくて、町内の旅館を例えば３カ

テゴリーぐらいに分けて、例えば１年間どこでも空いてれば予約できるみたいな宿泊気

もあればいいなと思っています。先ほどの入場気のセット気ありましたけども、これも
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年間フリーパスというのも作っていかれれば、年間いつでも来たら入場フリーパスよと

いうような形でもいいのかな。要は、物もらうだけではなくて、交流人口を増やせるよ

うなメニューをぜひつくっていただければと思います。

それに関連してなんですけど、企業版のふるさと納税というところについては、今年

４月に１件入ったということを聞いてるんですけども、この件、お伺いしてよろしいで

しょうか。具体的なところをお教えいただければと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ちょっと時期は何月かというのは忘れたんですけど、事業所の

社長、事業所からそういうお話がありまして、金額的にはちょっと正確には忘れたんで

すけど、かなり高額な企業版のふるさと納税をいただいております。もともと新温泉町

出身の社長という、そういうつながりがあって、そういうふるさと納税企業版につなが

った、そのように考えております。詳しい内容、もし金額なんか、課長のほうから報告

をいたします。

○議長（宮本 泰男君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 企業版ふるさと納税につきましては、本年の６月３０日の

日でございます。１００万円の御寄附をいただいております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 企業版ふるさと納税については返礼品も要らないという

納税スタイルですし、企業負担の税金の免除が９割その負担に対して免除されるという

ことですので、１割負担で企業が地域に貢献できるという非常にすばらしい制度だと思

っています。今年から人材派遣も企業としてするという制度も始まっておりますので、

内さ府が上げてる書類がありまして、非常にいろんな行政が、成功例が載っておりまし

て、１１０億円ぐらいの日本全国でいうと寄附がされてます。そういったところも含め

て、ターゲットが何かということで見ると、やはり町出身の経営者の方、町にゆかりの

ある事業者、そういった方が寄附をされて、９割の税金免除を行って、また町としても

その資金が入りますので、その辺りを使っていろいろできるというところにはなってま

す。先ほど出てますＳＤＧｓ関係とか、例えばこども園の改修とか、そういったところ

にも全て使われておりますので、ぜひ御覧いただければというふうに思います。

ふるさと納税についてもう１点、養父市とか朝来市の返礼品の中に、特に養父市につ

いては香美町のカニの返礼品があります。そういったところを見ると、やはり海がない

市ということで、海産物ということになるんですけども、朝来は連携しているところは

なかったです。そういったところの連携、営業というのはされるようなおつもりはあり

ますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当町の返礼品をほかの市町で返礼品として利用できるという制

度、メリットとデメリットがあると思っております。そういう当町の特産品、ふるさと
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納税返礼品がたくさん全国に販売できるというメリットはあるんですけど、一方で、そ

の分新温泉町のふるさと納税が減る可能性もあります。実際、豊岡市が新温泉町の但馬

牛を販売したいという、そういう申出がありました。これはいろいろ検討した結果、オ

ーケーという、そういうことになったんですけど、そういう案件によってはやはり十分

検討する必要があるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 分かりました。事業者にとってはいいかもしれませんけ

ど、納税自体が減るということは確かに避けるべきだと思いますので、またその辺りは

よく理解できました。

先ほどの体験型の返礼プランということで、またここももし許可いただければ私も入

って一緒に、先ほどと同じように考えていきたいと思いますので、またよろしくお願い

いたします。

次に移ります。浜坂高校の将来、存続に向けた取組ということになります。まず、町

長の御意見をお伺いしたいんですけども、浜坂高校の存続は必要と思ってらっしゃいま

すでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 浜高の存続ということですけど、新温泉町にとってなくてはな

らない高校であります。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 今年の１年生が今５５名というところで、８０名の定員

はかなり切ってる状況です。この中で、町としての取り組めることというところは何か

打ってらっしゃいますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） バス通学の定期代の半額を現在補助いたしておりますし、浜高

の支援協議会に対して助成を行っております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） もっと大きな特徴づけが必要だとは思っておりまして、

グローカルキャリアコースというのが、但馬の中で、というか浜高の今特徴として１２

名入ってきてらっしゃるということを聞いております。この辺りについては、もっと力、

特徴づけていくというようなお考えというのはございますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これは浜高の、主体が浜高でありますから、町がなかなか口を

挟めにくい状況でもあるんですけど、やはり地域の浜高が存続するためには、地域と行

政、地域と浜高との関係を密にするということが非常に重要だと考えております。浜高

の特色をグローカルキャリアという一つの方向性を打ち出しておるわけですけど、もっ

ともっとＰＲしていただいて、高校に来ていただける、よさをもっともっと打ち出して
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ほしいな、そういうことを考えておりますし、町としても現状鳥取の方面であるとか、

半分超が浜高以外に行かれますので、そういうところを少しでも地元に行っていただく、

地元の高校を利用していただく、そういう方向性がグローカルキャリアの強化によって

打ち出すことができたらいいなと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 香住、村岡と比較して、浜高が面白い、また本当にこん

な特徴があるということを打ち出していくべきだと思ってまして、それによって浜坂高

校が存続していくというところが将来的な大きな方向性の中でないと駄目かと思ってお

ります。

その中で、今、台湾の屏東県と友好関係を持ってらっしゃると思うんですけども、こ

れはコロナ明けにはなると思うんですけども、修学旅行の海外旅行化、海外旅行に行く

というところもあっていいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先ほども言ったように、浜坂高校自体の決めることであります

から、あまり行けとか行くなとかそういうことは言える立場ではないんですけど、海外

との交流を増やすことによって、いろんな考え方、人間関係、そういったものが深まっ

ていくわけですから、そういう意味における、修学旅行というよりはやはりつながりを

持っていければいいな、そのように考えております。現状、屏東県と新温泉町ともそう

いう高校との交流を通して、いろんなつながりを持たせていただいております。マンゴ

ーを送っていただいたりとか、そういういろんなつながりをもっともっと深めていく中

で、台湾問題もあるんですけど、新温泉町との友好関係もさらに強化をしていきたい、

修学旅行ももちろん行ければ、費用の問題、コロナの問題もあるんですけど、行ければ

いいなとは考えております。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） 高校が決めることですので、ＰＴＡの皆さんとか含めて、

いろんなところで決めていかれることだとは思ってます。

１つ情報だけお伝えしてこの件を終わりにしたいと思うんですけども、屏東県の墾丁

国家公園というのが、国立公園というのがあります。非常にすばらしいビーチがありま

して、そこで今年の１１月、先月なんですけども、日本航空、ＪＡＬが主催したマラソ

ン大会が開かれてます。３キロからフルマラソンまでということで開催されてます。私

が前会社にいたときに、東北高校、仙台の学校なんですけども、修学旅行でホノルルに

行かれて、全員がホノルルマラソンに出るというような取組をしたときに大きくメディ

アで取り上げられました。テレビでも取り上げられましたし、当時宮里藍がいたんでそ

れも含めてなんですけども、そういったことが非常に全国的なトピックになったという

こともあります。これ今年始まったばっかりですので、せっかく友好関係にあるという

ことで、そういったところも修学旅行のメニューに入れたら面白いかなと思っています
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ので、一旦アイデアとして発言をさせていただきました。

最後になります。新温泉町には２つ観光協会があります。浜坂、湯村とありますけど

も、この２つの観光協会、今後の展望はどうするおつもりかということでお伺いできれ

ばと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 浜坂も湯村温泉観光協会も独立した機関であります。町の立場

としては、観光行政を一本化することによって、より強力な推進ができると考えており

ます。そういった意味では、町が合併して１７年目に入りました。この観光協会につい

ても同じように一本化して、さらに人的にもいろんな事業の施策の推進に当たっても強

力な推進が図れるという具合に考えておりますので、できるだけ早くそういう方向が打

ち出せれたらいいなと思っておりますが、それぞれの観光協会のお考えもありますので、

そこはそういった方々の御理解が必要だというのが大前提になると思っています。

○議長（宮本 泰男君） ２番、西村龍平君。

○議員（２番 西村 龍平君） ありがとうございます。私は２つあってもいいと思って

ますが、やはり大上段にある観光ビジョン、こういうふうにしていきたいというところ

が見えてきませんので、それぞれやはり独自の観光協会がどう動いていいか、要するに

目先のことを基に動かざるを得ないというところもあると思いますので、大きなビジョ

ンがあって、浜坂はこうすべき、湯村はこうすべきというようなところのビジョンが明

確にお示しできて、皆さんがそういったところの方向に向かって行けるというところが

あればいいですし、それがもう一つで、政策決定については方向性を一つにして、町全

体で連携した誘客事業というのが必要だということであれば、１つにするということも

重要だというふうに考えております。ですので、まずはビジョンありきで３年先、１０

年先というところも含めて、できれば早急に、今、観光協会２つありますけども、そう

いったところをどうするかというところの話もまた来年度に向けてお話を進めていけれ

ばというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。

ちなみに、香美町のほうでは観光協会が１つになるというようなところも今動いてい

るようでございますので、そういったところの、香美町がなぜそういった形で動いたか

というところもまたヒアリングをいただければ糸口も見えてくるんじゃないかなという

ふうに思っております。

以上のことで提言をさせていただいて、私の一般質問とさせていただきます。ありが

とうございました。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ２つの観光協会の共通した組織として観光振興協議会が今立ち

上がって、共通事業を行っております。そういう意味では近い将来一本化が図れるとい

う期待感も持っております。それによって、より観光行政がパワーアップできるように

向かっていきたい、そのように考えております。
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○議長（宮本 泰男君） これをもちまして西村龍平君の質問を終わります。

・ ・

○議長（宮本 泰男君） お諮りいたします。本日の会議はこの辺で延会したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会するこ

とに決定しました。

本日はこれで延会します。

次は、１２月９日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まりください。

長時間お疲れさまでした。

午後４時０９分延会
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